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ロシアの地方首長公選制から任命制へ
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一
　
は
じ
め
に

　
ロ
シ
ア
で
は
二
〇
〇
四
年
一
二
月
に
連
邦
構
成
主
体
の
最
高
責
任
者
（
以
下
、
首
長
）
を
住
民
が
選
挙
で
選
出
す
る
公
選
制
が
廃
止
さ

れ
、
連
邦
大
統
領
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
首
長
候
補
を
構
成
主
体
の
立
法
機
関
（
以
下
、
議
会
）
が
承
認
す
る
制
度
に
変
更
さ
れ
た
。
二

〇
〇
〇
年
五
月
、
大
統
領
に
就
任
以
来
プ
ー
チ
ン
は
「
垂
直
的
な
権
力
構
造
の
確
立
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
掲
げ
、
前
政
権
の
分
権

的
・
個
別
的
な
中
央
・
地
方
関
係
を
改
め
、
集
権
的
・
統
一
的
な
関
係
を
目
指
し（
1
）た。

　
こ
の
新
し
い
制
度
の
導
入
は
、
制
度
上
、
有
権
者
か
ら
選
挙
権
を
奪
っ
た
こ
と
に
な
る
た
め
、「
民
主
化
の
後
退
」
と
い
う
批
判
を
招

い（
2
）た。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
そ
れ
ま
で
の
連
邦
構
成
主
体
首
長
選
挙
の
不
透
明
さ
や
不
正
な
ど
を
解
消
し
た
と
し
て
肯
定
的
に
評
価
す

る
意
見
も
み
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
ロ
シ
ア
の
政
治
評
論
家
ヴ
ィ
タ
リ
ー
・
イ
ワ
ノ
フ
は
、「
首
長
の
直
接
選
挙
は
、
ロ
シ
ア
国
家
の
連

邦
原
則
を
強
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ロ
シ
ア
の
非
中
央
集
権
化
や
フ
ラ
グ
メ
ン
ト
化
を
促
進
し
て
い
る
。
直
接
選
挙
の
法
的

な
確
立
は
憲
法
の
文
面
に
も
精
神
に
も
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。
彼
は
一
九
九
六
年
か
ら
一
九
九
九
年
の
知
事
選
挙
が
実
施

さ
れ
て
い
た
時
期
に
つ
い
て
、「
こ
の
時
期
は
我
が
国
の
歴
史
的
路
線
か
ら
の
逸
脱
で
あ
り
、
シ
ス
テ
ム
の
過
ち
で
あ
っ
た
。
一
九
九
九

年
ま
で
に
ロ
シ
ア
は
弱
い
中
央
政
府
に
疲
れ
き
っ
て
い
た
。（
中
略
）
二
〇
〇
〇
年
に
国
家
の
主
導
部
分
に
立
っ
た
人
は
だ
れ
で
も
、
歴

史
的
に
中
央
集
権
化
、『
垂
直
化
』
を
実
施
す
る
義
務
を
負
い
、
そ
れ
を
実
施
し
た
で
あ
ろ
う
、
ル
シ
コ
フ
で
あ
っ
て
も
、
プ
リ
マ
コ
フ

で
あ
っ
て
も
。
し
か
し
、
ロ
シ
ア
の
中
心
部
に
立
っ
た
の
は
プ
ー
チ
ン
だ
っ
た
」
と
論
じ
た
。
つ
ま
り
彼
は
首
長
任
命
制
度
へ
の
改
革
の

歴
史
的
な
必
然
性
を
強
調
し（
3
）た。

　
ま
た
、
西
側
の
研
究
者
で
あ
る
ポ
ー
ル
・
グ
ー
ド
は
新
制
度
の
導
入
が
利
害
関
係
者
で
あ
る
構
成
主
体
首
長
の
大
き
な
反
対
な
く
導
入

さ
れ
た
と
い
う
事
実
に
注
目
し
、
次
の
よ
う
な
結
論
を
導
い
て
い
る
。「
連
邦
構
成
主
体
レ
ベ
ル
で
、
知
事
選
挙
廃
止
は
知
事
の
個
人
的



ロシアの地方首長公選制から任命制へ

3

な
利
益
を
満
た
し
て
い
る
。（
中
略
）
直
接
選
挙
の
下
で
は
、
知
事
た
ち
が
不
安
定
な
再
選
挙
運
動
に
直
面
し
て
い
た
。
新
し
い
シ
ス
テ

ム
の
下
で
は
、
再
選
に
向
け
て
『
垂
直
的
な
統
治
』
へ
忠
誠
と
従
属
を
あ
か
ら
さ
ま
に
示
す
と
い
う
小
さ
な
代
償
で
、
地
方
の
政
治
体
制

の
質
や
経
済
構
造
は
も
ち
ろ
ん
、
自
分
の
地
位
を
維
持
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
知
事
選
挙
の
廃
止
は
、
連
邦
と
連
邦
構
成
主
体
の

エ
リ
ー
ト
の
双
方
の
利
益
を
満
た
し
て
い（
4
）る。」
グ
ー
ド
は
首
長
の
任
命
制
が
首
長
自
身
に
と
っ
て
も
望
ま
し
い
も
の
で
あ
り
、
中
央
の

利
害
だ
け
で
一
方
的
に
定
め
ら
れ
た
制
度
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
日
本
の
研
究
者
の
中
で
は
上
野
俊
彦
も
民
主
主
義
の
問
題
と
切
り
離
し
た
形
で
任
命
制
の
問
題
に
つ
い
て
議
論
し
て
お
り
、
次

の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。「
構
成
主
体
の
首
長
が
公
選
で
あ
る
か
な
い
か
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
民
主
的
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
と

は
直
接
に
は
関
係
し
な
い
。
さ
ら
に
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
政
権
下
の
『
分
権
化
』
の
状
況
を
見
る
限
り
で
は
、
ロ
シ
ア
の
政
治
文
化
や
政
治
史

の
文
脈
で
は
、
連
邦
構
成
主
体
の
権
限
強
化
は
む
し
ろ
非
民
主
的
で
あ
る
と
さ
え
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
こ
の
連
邦

構
成
主
体
首
長
公
選
制
の
廃
止
は
、
中
央
集
権
制
の
強
化
と
み
な
す
べ
き
だ
。」
上
野
に
言
わ
せ
れ
ば
中
央
集
権
制
強
化
の
問
題
は
、「
民

主
主
義
の
問
題
と
は
別
次
元
の
問
題
」
な
の
で
あ（
5
）る。

　
以
上
三
者
の
評
価
は
、
首
長
任
命
制
が
非
民
主
的
・
権
威
主
義
的
な
制
度
で
あ
る
と
い
う
一
面
的
な
見
方
を
否
定
し
、
こ
の
問
題
に
対

す
る
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
起
し
て
い
る
。
イ
ワ
ノ
フ
の
研
究
は
ソ
連
崩
壊
か
ら
現
在
ま
で
の
選
挙
お
よ
び
大
統
領
任
命
で
就
任
し
た
首

長
の
デ
ー
タ
を
幅
広
く
網
羅
し
て
い
る
が
、
制
度
の
変
更
や
導
入
に
つ
い
て
の
研
究
が
乏
し
い
。
一
方
、
後
者
二
人
の
研
究
は
首
長
選
出

プ
ロ
セ
ス
の
具
体
的
な
分
析
に
踏
み
込
ん
で
お
ら
ず
、
制
度
面
の
説
明
に
終
始
し
、
評
価
を
急
い
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
こ
で
本
稿

で
は
、
具
体
的
な
情
報
や
デ
ー
タ
を
提
示
し
な
が
ら
、
プ
ー
チ
ン
と
メ
ド
ヴ
ェ
ー
ジ
ェ
フ
両
政
権
期
の
首
長
選
出
の
政
治
過
程
を
考
察
し
、

任
命
制
導
入
の
持
つ
意
味
を
検
討
し
た
い
。

　
以
下
で
は
、
連
邦
構
成
主
体
首
長
の
選
出
を
め
ぐ
る
、
一
九
九
〇
年
代
お
よ
び
二
〇
〇
〇
年
代
前
半
の
政
治
過
程
を
概
括
し
、
公
選
制

廃
止
ま
で
の
政
治
過
程
を
整
理
す
る
。
続
い
て
、
新
し
く
導
入
さ
れ
た
連
邦
構
成
主
体
首
長
任
命
制
の
制
度
的
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
。
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こ
こ
で
は
同
時
に
、
実
際
に
選
出
さ
れ
た
首
長
の
デ
ー
タ
を
盛
り
込
み
、
実
際
の
特
徴
を
考
察
し
た
い
。
最
後
に
、
具
体
的
な
知
事
任
命

の
事
例
を
入
手
で
き
る
範
囲
で
取
り
上
げ
、
任
命
制
の
特
徴
を
さ
ら
に
深
く
分
析
し
た
い
。

二
　
首
長
選
出
制
度
の
変
遷

　
ま
ず
こ
の
問
題
を
議
論
す
る
に
あ
た
っ
て
全
時
期
に
共
通
す
る
重
要
な
事
実
を
述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
第
一
に
、
現
在
ロ
シ
ア
連

邦
は
八
三
の
連
邦
構
成
主
体
で
構
成
さ
れ
て
い（
6
）る。

連
邦
制
の
原
則
に
従
い
、
連
邦
中
央
と
連
邦
構
成
主
体
の
権
限
は
連
邦
憲
法
と
連
邦

法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ロ
シ
ア
の
連
邦
制
で
は
そ
れ
ぞ
れ
が
排
他
的
権
限
を
持
ち
、
相
互
に
尊
重
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

第
二
に
、
連
邦
中
央
に
立
法
機
関
・
執
行
機
関
・
司
法
機
関
が
存
在
す
る
の
と
同
様
に
、
各
構
成
主
体
に
も
同
様
の
機
関
が
存
在
し
、
そ

れ
ぞ
れ
の
領
域
で
権
限
を
行
使
し
て
い
る
。
第
三
に
、
構
成
主
体
で
は
最
高
執
行
機
関
の
指
導
者
で
あ
る
行
政
長
官
が
最
高
責
任
者
で
あ

り
、
当
該
構
成
主
体
を
統
治
す（
7
）る。

彼
ら
の
呼
称
は
構
成
主
体
ご
と
に
自
由
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
大
統
領
、
知
事
、
行
政
長

官
、
構
成
主
体
長
（глава

）
を
名
乗
っ
て
い（
8
）る。
以
下
、
時
期
別
に
説
明
す
る
。

㈠
　
ソ
連
崩
壊
〜
一
九
九
五
年
ま
で

　
ロ
シ
ア
の
首
長
に
関
す
る
制
度
の
始
ま
り
は
、
一
九
九
一
年
八
月
二
二
日
「
ロ
シ
ア
共
和
国
執
行
権
力
機
関
の
活
動
諸
問
題
に
つ
い
て

の
大
統
領（
9
）令」

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、「
行
政
長
官
は
、
人
民
代
議
員
大
会
の
合
意
の
も
と
で
大
統
領
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
、
大
統
領
と

人
民
代
議
員
大
会
の
両
方
に
従
属
し
、
大
統
領
に
よ
っ
て
も
人
民
代
議
員
大
会
に
よ
っ
て
も
解
任
さ
れ
う
る
」
と
規
定
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
一
九
九
二
年
三
月
ま
で
に
こ
の
大
統
領
令
に
基
づ
き
、
す
べ
て
の
構
成
主
体
で
行
政
長
官
、
ま
た
は
代
行
が
任
命
さ
れ
た
。
一
九
九

二
年
ま
で
に
限
れ
ば
、
彼
ら
は
連
邦
構
成
主
体
の
政
治
家
（
す
な
わ
ち
、
執
行
委
員
会
議
長
、
最
高
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
議
長
、
地
区
・
市
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
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議
）
10
（

長
）、
ロ
シ
ア
共
和
国
人
民
代
議
員
大
会
議
）
11
（
員
、
そ
の
他
の
職
種
を
経
験
し
た
人
々
で
あ
っ
た
。

　
他
方
、
こ
の
時
期
に
は
連
邦
議
会
の
側
も
大
統
領
に
対
抗
す
る
姿
勢
を
示
し
て
お
り
、
一
九
九
一
年
一
〇
月
二
四
日
に
は
「
行
政
長
官

選
挙
に
つ
い
て
の
法
）
12
（
律
」
を
採
択
し
た
。
し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
九
九
一
年
一
一
月
一
日
に
第
五
期
人
民
代
議
員
大
会
の
特
別
会

議
に
お
い
て
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
は
、
一
九
九
一
年
一
二
月
八
日
に
予
定
さ
れ
て
い
た
行
政
長
官
の
選
挙
の
実
施
に
つ
い
て
、
す
で
に
挙

行
の
時
期
が
決
定
し
て
い
る
選
挙
を
除
き
、
全
て
の
選
挙
を
一
三
ヵ
月
間
実
施
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
）
13
（

た
。
つ
ま
り
、
人
民
代
議
員
大
会

で
地
方
行
政
長
官
の
選
挙
を
実
施
す
る
旨
の
法
律
を
採
択
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
連
邦
大
統
領
は
一
九
九
二
年
一
二
月
ま
で
一
切
の
選

挙
を
実
施
し
な
い
と
す
る
措
置
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
一
九
九
一
年
一
一
月
二
五
日
に
な
る
と
エ
リ
ツ
ィ
ン
は
、「
行
政
長
官
任

命
の
手
続
き
に
つ
い
て
の
大
統
領
）
14
（
令
」
を
発
し
た
。
同
大
統
領
令
に
よ
り
、
最
高
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
会
議
参
加
者
の
う
ち
過
半
数
の
賛
成
を

獲
得
し
た
場
合
、
大
統
領
が
任
命
し
た
行
政
長
官
が
信
任
さ
れ
た
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
大
統
領
の
候
補
が
拒
否
さ
れ
た
場
合
で

も
、
大
統
領
が
同
じ
候
補
者
を
行
政
長
官
代
行
に
任
命
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
連
邦
構
成
主
体
の
首
長
の
地
位
お
よ
び
選
出
方
法
に
つ
い
て
の
規
定
は
大
統
領
が
出
す
「
大
統
領
令
」
と
人
民
代
議
員

大
会
が
採
択
す
る
「
法
律
」
と
が
相
対
立
す
る
傾
向
を
帯
び
て
い
た
。
当
時
の
ロ
シ
ア
共
和
国
憲
法
の
中
に
は
「
行
政
長
官
」
に
関
す
る

規
程
が
な
く
、
こ
の
よ
う
な
事
態
が
浸
透
し
た
の
で
あ
る
。
最
終
的
に
一
九
九
二
年
一
二
月
一
〇
日
、
連
邦
人
民
代
議
員
大
会
が
「
行
政

長
官
に
つ
い
て
の
決
）
15
（
定
」
を
採
択
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
は
一
九
九
五
年
の
新
し
い
人
民
代
議
員
大
会
の
選
挙
ま

で
行
政
長
官
の
選
挙
実
施
を
認
め
ず
、
直
接
選
挙
を
導
入
し
な
い
意
向
を
強
く
示
し
た
。
エ
リ
ツ
ィ
ン
に
対
す
る
批
判
を
強
め
た
人
民
代

議
員
大
会
は
、
選
挙
の
実
施
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
例
外
と
し
て
、
次
の
四
項
目
を
定
め
て
い
た
。
議
会
が
行
政
長
官
に
対
す
る
不
信

任
を
宣
言
し
た
場
合
、
行
政
長
官
の
権
限
が
任
期
前
停
止
と
な
っ
た
場
合
、
行
政
長
官
代
行
の
任
期
が
終
了
し
た
場
合
、
一
九
九
一
年
八

月
二
二
日
付
大
統
領
令
や
一
一
月
二
五
日
付
大
統
領
令
の
規
程
に
反
し
て
、
大
統
領
に
よ
り
、
長
官
の
任
命
が
行
わ
れ
た
場
合
。
以
上
の

場
合
に
は
、
直
接
選
挙
が
実
施
で
き
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
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実
際
、
一
部
の
地
域
で
こ
の
例
外
事
項
が
認
め
ら
れ
、
一
九
九
三
年
四
月
に
は
ク
ラ
ス
ノ
ヤ
ル
ス
ク
地
方
、
ア
ム
ー
ル
州
、
ブ
リ
ャ
ン

ス
ク
州
、
リ
ペ
ツ
ク
州
、
オ
リ
ョ
ー
ル
州
、
ペ
ン
ザ
州
、
チ
ェ
リ
ャ
ビ
ン
ス
ク
州
、
ス
モ
レ
ン
ス
ク
州
、
カ
ル
ム
ィ
ク
共
和
国
、
イ
ン
グ

ー
シ
共
和
国
で
行
政
長
官
の
選
挙
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
と
き
、
チ
ェ
リ
ャ
ビ
ン
ス
ク
州
を
除
く
す
べ
て
の
構
成
主
体
で
行
政
長
官
が
交
代

し
）
16
（
た
。

　
こ
う
し
て
、
大
統
領
に
よ
る
任
命
で
就
任
し
た
行
政
長
官
と
選
挙
で
選
ば
れ
た
行
政
長
官
が
混
在
す
る
中
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
は
一
九
九
四

年
一
〇
月
三
日
に
「
ロ
シ
ア
連
邦
執
行
権
力
機
関
統
一
シ
ス
テ
ム
強
化
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
の
大
統
領
）
17
（
令
」
を
出
し
た
。
そ
れ
に
よ

る
と
、「
連
邦
構
成
主
体
執
行
権
力
長
官
は
、
任
命
か
選
挙
に
よ
る
選
出
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
連
邦
憲
法
、
連
邦
法
、
大
統
領
令
、
大
統

領
決
定
、
政
府
決
定
、
政
府
命
令
、
連
邦
執
行
機
関
決
定
、
そ
し
て
構
成
主
体
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
権
限
を
持
ち
、
こ
れ
ら
の
権
限

を
実
現
す
る
責
任
を
同
等
に
持
つ
」
と
規
定
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
任
命
さ
れ
た
長
官
と
選
挙
で
選
ば
れ
た
長
官
の
平
等
が
定
め
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
ま
た
、
連
邦
大
統
領
は
共
和
国
を
除
く
全
連
邦
構
成
主
体
の
首
長
の
任
命
お
よ
び
解
任
を
単
独
で
行
い
、
選
挙
を
い
つ
ど
こ
で

行
う
か
を
決
定
し
、
そ
の
実
施
に
許
可
を
与
え
る
権
限
を
帯
び
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
こ
う
し
た
状
況
を
受
け
て
エ
リ
ツ
ィ
ン
は
現
職
の
長
官
が
勝
利
す
る
可
能
性
の
高
い
構
成
主
体
で
の
み
選
挙
を
挙
行
さ
せ
た
。
こ
れ
に

よ
り
一
九
九
五
年
一
二
月
の
下
院
選
挙
と
同
時
に
、
一
二
の
構
成
主
体
で
行
政
長
官
の
選
挙
を
行
う
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
う
ち
、
九
の

構
成
主
体
で
エ
リ
ツ
ィ
ン
政
権
が
推
す
現
職
の
候
補
者
が
再
選
さ
れ
）
18
（
た
。
こ
う
し
て
、
一
九
九
五
年
末
ま
で
に
八
九
連
邦
構
成
主
体
の
う

ち
三
四
連
邦
構
成
主
体
の
首
長
が
住
民
の
選
挙
で
選
出
さ
れ
た
首
長
で
あ
っ
）
19
（

た
。

㈡
　
一
九
九
六
〜
二
〇
〇
〇
年

　
一
九
九
六
年
秋
以
降
、
次
々
と
連
邦
構
成
主
体
で
首
長
の
公
選
が
実
施
さ
れ
、
一
九
九
七
年
末
ま
で
に
す
べ
て
の
構
成
主
体
で
首
長
の

公
選
が
導
入
さ
れ
た
。
一
九
九
〇
年
代
前
半
に
採
択
さ
れ
た
法
律
や
大
統
領
令
に
よ
っ
て
連
邦
構
成
主
体
首
長
の
直
接
選
挙
の
実
施
は
す
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で
に
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
実
施
の
決
定
権
は
大
統
領
に
与
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
一
部
の
例
外
を
除
き
、
共
和
国
以
外
の
構
成

主
体
に
お
い
て
は
選
挙
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
エ
リ
ツ
ィ
ン
政
権
は
、
連
邦
大
統
領
選
挙
が
終
わ
っ
た
後
に
首
長
の
選
挙
を
実
施
す
る

べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
モ
ス
ク
ワ
や
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
な
ど
で
は
例
外
的
に
大
統
領
選
挙
と
同
時
期
に
選
挙
が
認

め
ら
れ
、
当
時
の
現
職
首
長
（
そ
れ
ぞ
れ
ル
シ
コ
フ
と
ヤ
コ
ヴ
レ
フ
）
が
再
選
し
た
。

　
大
統
領
選
挙
が
終
わ
る
と
連
邦
構
成
主
体
首
長
の
選
挙
運
動
が
各
地
で
本
格
化
し
）
20
（

た
。
一
九
九
六
年
秋
か
ら
一
九
九
七
年
末
ま
で
の
約

一
年
の
あ
い
だ
に
五
九
の
構
成
主
体
首
長
選
挙
が
実
施
さ
れ
）
21
（
た
。
う
ち
一
六
の
構
成
主
体
で
は
直
接
選
挙
を
す
で
に
経
験
し
て
い
る
た
め

に
二
回
目
の
選
挙
が
行
わ
れ
、
八
構
成
主
体
で
現
職
が
再
選
し
）
22
（

た
。
一
方
四
四
構
成
主
体
で
は
初
め
て
の
選
挙
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
と
き

新
任
し
た
行
政
長
官
五
二
人
の
内
訳
は
、
そ
れ
ま
で
大
統
領
任
命
で
行
政
長
官
を
務
め
た
経
験
を
持
つ
者
が
二
二
名
と
一
九
九
一
年
以
来

初
め
て
行
政
長
官
に
就
任
し
た
者
が
三
〇
名
だ
っ
）
23
（

た
。

　
一
九
九
八
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
初
め
に
さ
ら
に
二
六
の
連
邦
構
成
主
体
で
選
挙
が
行
わ
れ
、
そ
の
う
ち
カ
ラ
チ
ャ
イ
・
チ
ェ
ル
ケ
ス
共

和
国
と
モ
ル
ダ
ヴ
ィ
ア
共
和
国
に
お
い
て
は
首
長
選
挙
が
初
め
て
実
施
さ
れ
）
24
（

た
。
残
り
の
二
三
構
成
主
体
で
は
二
回
目
の
直
接
選
挙
で
あ

り
、
イ
ン
グ
ー
シ
共
和
国
で
は
三
回
目
の
直
接
選
挙
で
あ
っ
た
。
以
上
の
結
果
、
一
九
九
九
年
末
の
時
点
で
、
直
接
選
挙
で
選
ば
れ
て
い

な
い
首
長
を
持
つ
構
成
主
体
は
ダ
ゲ
ス
タ
ン
共
和
国
と
ウ
ド
ム
ル
ト
共
和
国
の
み
と
な
っ
）
25
（

た
。

　
こ
の
よ
う
に
ソ
連
崩
後
の
ロ
シ
ア
で
は
、
当
初
か
ら
首
長
を
選
挙
で
選
出
す
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
実
際
に
は

大
統
領
と
議
会
の
対
立
に
よ
り
、
彼
ら
は
政
争
の
道
具
と
な
っ
た
。
多
く
の
地
域
で
住
民
の
直
接
選
挙
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
大

統
領
の
任
命
に
よ
っ
て
行
政
長
官
が
任
命
さ
れ
て
い
た
。
一
九
九
六
年
以
降
、
ほ
ぼ
全
て
の
構
成
主
体
で
直
接
選
挙
が
認
め
ら
れ
た
も
の

の
、
一
九
九
〇
年
代
前
半
に
大
統
領
の
任
命
に
よ
っ
て
行
政
長
官
に
就
任
し
た
首
長
が
そ
の
ま
ま
任
期
を
継
続
す
る
ケ
ー
ス
も
多
く
見
ら

れ
た
。
彼
ら
が
長
期
的
に
各
地
域
の
政
治
を
牛
耳
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
構
成
主
体
首
長
は
各
地
域
で
行
政
機
関
の
ト
ッ

プ
を
務
め
、
同
時
に
、
連
邦
議
会
の
上
院
で
あ
る
連
邦
会
議
の
メ
ン
バ
ー
も
兼
任
し
、
地
方
お
よ
び
中
央
の
政
治
の
両
方
に
深
く
関
わ
っ
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て
い
た
。

㈢
　
二
〇
〇
〇
年
以
降

　
一
九
九
八
年
九
月
に
な
る
と
、
当
時
の
連
邦
首
相
で
あ
っ
た
プ
リ
マ
コ
フ
が
ロ
シ
ア
の
中
央
・
地
方
関
係
や
連
邦
制
の
改
正
の
問
題
を

提
起
し
た
。
彼
は
そ
の
中
で
構
成
主
体
首
長
選
挙
の
廃
止
を
求
め
）
26
（
た
。
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
は
首
長
自
身
の
中
に
も
、
す
で
に
選
挙
制

に
反
対
す
る
意
見
が
存
在
し
）
27
（

た
。
し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
連
邦
構
成
主
体
の
首
長
公
選
制
廃
止
と
任
命
制
は
導
入
さ
れ
る
こ
と
が
な

く
、
一
方
で
大
統
領
に
よ
る
首
長
の
解
任
権
限
が
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
二
〇
〇
〇
年
七
月
二
一
日
に
「『
ロ
シ
ア
連
邦
構
成
主
体
の
立
法
（
代
表
）
国
家
権
力
機
関
お
よ
び
執
行
国
家
権
力
機
関
の
組
織
一
般

原
則
に
つ
い
て
の
ロ
シ
ア
連
邦
法
』
の
修
正
・
補
足
に
つ
い
て
の
連
邦
）
28
（

法
」
が
採
択
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
連
邦
大
統
領
に
構
成
主
体
首
長

の
解
任
権
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
連
邦
法
は
第
一
に
、
そ
の
第
二
九
―
一
条
第
二
項
で
構
成
主
体
首
長
が
連
邦
憲
法
・
連
邦
法

に
違
反
し
た
場
合
、
大
統
領
は
警
告
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
た
。
第
二
に
、
そ
れ
で
も
連
邦
構
成
主
体
首
長
が
警
告
に
従
わ
な

い
場
合
、
連
邦
大
統
領
は
首
長
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
た
（
第
二
九
―
一
条
第
三
項
）。
第
三
に
、
構
成
主
体
首
長
が
刑
事
告

発
さ
れ
た
場
合
に
、
大
統
領
は
こ
の
首
長
を
一
時
的
に
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
た
（
第
二
九
―
一
条
第
四
項
）。
同
法
律
は
七
月

七
日
の
連
邦
会
議
で
否
決
さ
れ
た
も
の
の
、
一
九
日
の
下
院
で
再
び
採
択
さ
れ
、
成
立
に
至
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
プ
ー
チ
ン
大
統
領
の

権
限
は
か
な
り
強
化
さ
れ
た
。

　
さ
ら
に
、
二
〇
〇
三
年
六
月
四
日
に
は
「『
連
邦
構
成
主
体
立
法
国
家
権
力
機
関
お
よ
び
執
行
国
家
権
力
機
関
の
組
織
一
般
原
則
に
つ

い
て
の
連
邦
法
』
へ
の
修
正
・
補
足
に
つ
い
て
の
連
邦
）
29
（
法
」
が
採
択
さ
れ
た
。
同
法
は
第
一
に
、
連
邦
構
成
主
体
首
長
の
リ
コ
ー
ル
に
関

す
る
規
定
を
具
体
化
し
た
。
第
二
に
、
連
邦
構
成
主
体
首
長
が
解
任
・
リ
コ
ー
ル
さ
れ
、
臨
時
代
行
と
な
る
べ
き
者
も
解
任
さ
れ
た
場
合

に
は
、
連
邦
大
統
領
が
臨
時
代
行
を
任
命
す
る
と
い
う
規
定
が
加
わ
っ
た
。
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し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
構
成
主
体
首
長
の
解
任
権
は
プ
ー
チ
ン
大
統
領
に
よ
っ
て
実
際
に
行
使
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
の
状
況

で
構
成
主
体
の
側
も
エ
リ
ツ
ィ
ン
政
権
で
見
ら
れ
た
分
権
的
な
傾
向
を
ほ
と
ん
ど
見
せ
な
か
っ
た
。
地
方
首
長
が
連
邦
中
央
政
府
の
方
針

に
反
対
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
は
政
治
的
に
解
決
さ
れ
る
場
合
が
多
く
、
大
統
領
が
解
任
権
を
行
使
す
る
よ
う
な
緊
張
状
態
に

は
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
は
い
え
、
大
統
領
に
よ
る
解
任
と
い
う
見
え
な
い
圧
力
が
構
成
主
体
に
一
定
の
効
果
を
持

っ
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
な
経
緯
を
経
た
後
の
二
〇
〇
四
年
一
二
月
に
突
如
と
し
て
構
成
主
体
首
長
の

公
選
制
が
廃
止
さ
れ
、
任
命
制
が
導
入
さ
れ
た
。

三
　
公
選
制
の
廃
止
と
任
命
制
導
入
の
政
治
過
程

㈠
　
新
し
い
制
度
の
導
入

　
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
二
〇
〇
四
年
九
月
の
北
オ
セ
チ
ア
共
和
国
ベ
ス
ラ
ン
に
お
け
る
学
校
占
拠
事
件
で
あ
っ
）
30
（
た
。
事
件
を
受
け

て
プ
ー
チ
ン
大
統
領
は
構
成
主
体
首
長
の
連
邦
中
央
の
政
策
実
施
に
対
す
る
責
任
に
つ
い
て
の
問
題
を
提
起
し
た
の
で
あ
る
。
プ
ー
チ
ン

の
申
し
出
を
受
け
て
連
邦
議
会
は
二
〇
〇
四
年
一
二
月
一
一
日
に
「『
ロ
シ
ア
連
邦
構
成
主
体
立
法
国
家
権
力
機
関
お
よ
び
執
行
国
家
権

力
機
関
の
組
織
一
般
原
則
に
つ
い
て
の
連
邦
法
』
お
よ
び
『
ロ
シ
ア
連
邦
国
民
の
選
挙
権
お
よ
び
国
民
投
票
に
参
加
す
る
権
利
の
基
本
的

保
障
に
つ
い
て
の
連
邦
法
』
の
修
正
補
足
に
つ
い
て
の
連
邦
）
31
（
法
」
を
採
択
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
連
邦
大
統
領
は
、
連
邦
管
区
大
統
領

全
権
代
表
が
選
ん
だ
構
成
主
体
首
長
候
補
者
の
中
か
ら
一
人
を
選
出
し
、
構
成
主
体
議
会
に
推
薦
す
る
。
議
会
が
そ
の
候
補
者
を
承
認
し
、

構
成
主
体
の
首
長
を
決
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
具
体
的
な
手
続
き
に
つ
い
て
は
二
〇
〇
四
年
一
二
月
二
七
日
付
の
連
邦
大
統
領
令
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
「
連
邦
構
成
主
体
最
高
行
政
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長
官
の
候
補
者
検
討
の
手
続
き
に
つ
い
て
の
規
）
32
（
程
」
に
よ
っ
て
詳
細
に
定
め
ら
れ
た
。
同
規
定
に
よ
る
と
、
構
成
主
体
首
長
候
補
を
選
出

す
る
の
は
そ
の
構
成
主
体
を
管
轄
す
る
連
邦
管
区
の
連
邦
大
統
領
全
権
代
表
で
あ
り
、
連
邦
大
統
領
府
長
官
を
通
じ
て
、
連
邦
大
統
領
に

提
案
さ
れ
る
。
連
邦
大
統
領
は
提
案
さ
れ
た
候
補
の
中
か
ら
一
名
を
選
び
、
そ
の
候
補
者
を
連
邦
構
成
主
体
の
議
会
に
提
案
す
る
。
議
会

が
そ
の
候
補
者
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
過
半
数
の
承
認
を
得
て
首
長
が
決
定
さ
れ
る
。
構
成
主
体
議
会
が
拒
否
し
た
場
合
、
大
統
領
に

よ
っ
て
再
提
案
さ
れ
る
。
構
成
主
体
議
会
が
二
度
拒
否
し
た
場
合
、
大
統
領
が
首
長
代
行
を
任
命
し
、
一
ヵ
月
以
内
に
大
統
領
と
構
成
主

体
議
会
と
で
候
補
者
に
つ
い
て
の
検
討
が
行
わ
れ
る
。

　
他
方
、
こ
れ
ま
で
禁
止
さ
れ
て
い
た
連
続
三
選
禁
止
の
規
定
が
排
除
さ
れ
、
首
長
の
任
期
に
制
限
が
な
く
な
っ
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い

て
は
一
九
九
九
年
一
〇
月
に
三
選
禁
止
が
法
律
で
定
め
ら
れ
て
以
来
、
そ
れ
ま
で
長
年
就
任
し
て
き
た
首
長
の
任
期
数
の
数
え
方
に
つ
い

て
い
ろ
い
ろ
な
見
解
が
出
さ
れ
、
連
邦
の
議
論
の
的
と
な
っ
て
い
た
が
、
結
論
は
宙
に
浮
い
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
任
命
制
導
入

後
、
同
じ
人
物
が
何
期
も
首
長
を
務
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
在
任
期
間
一
五
年
を
超
え
る
首
長
が
存
在
し
て
い
）
33
（
る
。

㈡
　
首
長
任
命
手
続
き
の
修
正

　
連
邦
構
成
主
体
首
長
の
選
出
方
法
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
五
年
一
二
月
三
一
日
に
「『
ロ
シ
ア
連
邦
構
成
主
体
立
法
（
代
表
）
国
家
権

力
機
関
お
よ
び
執
行
国
家
権
力
機
関
の
組
織
一
般
原
則
に
つ
い
て
の
連
邦
法
』
第
一
八
条
お
よ
び
『
政
党
に
つ
い
て
の
連
邦
法
』
へ
の
修

正
に
つ
い
て
の
連
邦
）
34
（

法
」
が
採
択
さ
れ
、
修
正
が
加
え
ら
れ
た
。
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
、
構
成
主
体
議
会
の
第
一
党
が
構
成
主
体
議
会
に

対
し
て
首
長
候
補
を
推
薦
し
、
議
会
の
承
認
後
に
連
邦
大
統
領
に
提
案
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
同
法
を
受
け
て
、
二
〇
〇
六
年
二

月
一
一
日
付
大
統
領
令
第
一
一
七
）
35
（
号
に
よ
っ
て
二
〇
〇
四
年
一
二
月
に
出
さ
れ
た
構
成
主
体
首
長
任
命
手
続
き
の
詳
細
を
定
め
た
大
統
領

令
が
修
正
さ
れ
、
連
邦
構
成
主
体
議
会
第
一
党
は
同
議
会
の
承
認
を
受
け
た
上
で
首
長
候
補
を
連
邦
大
統
領
に
提
案
す
る
権
限
が
与
え
ら

れ
た
。
こ
れ
ま
で
ど
お
り
連
邦
大
統
領
全
権
代
表
が
大
統
領
府
に
首
長
候
補
者
を
提
案
し
、
大
統
領
府
が
連
邦
大
統
領
に
提
案
す
る
と
い
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う
規
定
も
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
実
際
、
新
た
な
手
続
き
が
導
入
さ
れ
て
か
ら
も
、
首
長
候
補
の
選
出
に
は
連
邦
大
統
領
全
権
代
表

が
比
較
的
大
き
な
影
響
力
を
維
持
し
て
お
り
、
彼
ら
の
推
薦
に
よ
っ
て
首
長
が
決
定
す
る
ケ
ー
ス
が
続
い
て
い
た
。

　
任
命
制
の
修
正
は
メ
ド
ヴ
ェ
ー
ジ
ェ
フ
政
権
以
後
も
継
続
し
て
行
わ
れ
た
。
二
〇
〇
八
年
一
一
月
五
日
、
メ
ド
ヴ
ェ
ー
ジ
ェ
フ
は
大
統

領
就
任
後
最
初
の
教
書
演
説
で
構
成
主
体
議
会
の
第
一
党
の
み
が
連
邦
構
成
主
体
首
長
候
補
者
の
提
案
を
行
う
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
り
、

そ
う
す
る
こ
と
で
ふ
さ
わ
し
い
候
補
者
を
提
案
す
る
排
他
的
権
利
が
国
民
の
大
部
分
を
代
表
す
る
公
的
に
開
か
れ
た
政
治
機
関
に
与
え
ら

れ
る
と
発
言
し
）
36
（
た
。
彼
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ヴ
で
法
律
の
改
正
が
進
め
ら
れ
、
二
〇
〇
九
年
四
月
二
三
日
に
「
ロ
シ
ア
連
邦
の
連
邦
構
成
主
体

の
最
高
公
職
者
（
最
高
執
行
国
家
権
力
機
関
の
長
）
の
候
補
者
の
提
案
の
提
出
及
び
検
討
の
方
式
に
関
す
る
規
程
」
を
承
認
す
る
大
統
領
令

が
発
布
さ
れ
）
37
（
た
。
同
規
程
に
よ
り
、
構
成
主
体
の
首
長
候
補
を
提
案
で
き
る
の
は
連
邦
構
成
主
体
議
会
の
第
一
党
の
み
と
な
り
（
第
一

項
）、
当
該
政
党
は
現
職
の
任
期
満
了
九
〇
日
前
ま
で
に
（
現
職
が
任
期
満
了
前
に
退
任
し
た
場
合
、
退
任
か
ら
三
〇
日
以
内
に
）
大
統
領
に
対

し
て
三
名
以
上
の
候
補
を
提
案
す
る
（
第
二
項
、
第
三
項
）。
連
邦
大
統
領
は
提
案
か
ら
三
〇
日
以
内
（
任
期
満
了
前
の
退
任
の
場
合
一
四
日
以

内
）
に
候
補
者
一
名
を
決
定
す
る
（
第
四
項
）。
提
案
さ
れ
た
三
人
の
候
補
者
の
中
か
ら
一
人
も
大
統
領
の
支
持
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
場

合
、
政
党
は
別
の
三
人
を
提
案
す
る
権
利
を
持
つ
（
第
一
一
項
）。
そ
れ
で
も
大
統
領
の
支
持
を
得
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
政
党
の
代
表

と
構
成
主
体
議
会
の
代
表
が
大
統
領
と
相
談
し
、
政
党
が
新
た
に
三
人
を
提
案
す
る
（
第
一
三
項
）。
大
統
領
の
提
案
を
受
け
た
地
方
議

会
は
承
認
か
拒
否
か
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
が
、
二
度
、
地
方
議
会
が
拒
否
し
た
場
合
に
は
、
大
統
領
が
地
方
議
会
を
解
散
し
、
首
長
代

行
を
任
命
す
る
と
い
う
権
限
が
与
え
ら
れ
た
。

　
最
も
重
要
な
点
は
、
候
補
者
の
選
出
権
限
を
政
党
に
一
元
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
構
成
主
体
で
地
方
議
会
の
第
一
党
は

「
統
一
ロ
シ
ア
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
候
補
者
を
選
定
す
る
の
は
、
党
の
地
方
支
部
で
は
な
く
、
中
央
機
関
で
あ
る
と
い
う
点
に
関
し
て
は

議
論
の
余
地
が
残
る
。
し
か
し
、
連
邦
大
統
領
に
よ
っ
て
直
接
任
命
さ
れ
る
連
邦
管
区
大
統
領
全
権
代
表
や
大
統
領
府
上
層
部
が
首
長
の

選
出
プ
ロ
セ
ス
に
関
与
す
る
こ
と
が
な
く
な
り
、
地
元
の
住
民
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
地
方
議
会
の
多
数
派
政
党
の
意
見
が
直
接
的
に
連
邦
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大
統
領
に
伝
え
ら
れ
る
制
度
へ
の
一
元
化
と
い
う
の
は
非
常
に
大
き
な
変
化
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
れ
ま
で
政
党
の
提
案
は
大
統
領
全
権
代
表
に
提
出
さ
れ
る
前
に
地
方
議
会
の
承
認
が
必
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
九

年
四
月
規
程
に
よ
り
地
方
議
会
の
承
認
な
し
で
政
党
が
連
邦
大
統
領
に
直
接
提
案
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
連
邦
大
統
領
が
候
補

者
を
一
人
選
ぶ
前
に
も
後
に
も
、
地
方
議
会
の
審
議
を
行
う
と
規
定
し
て
い
た
そ
れ
ま
で
は
明
ら
か
に
手
続
き
が
重
複
し
て
い
た
。
不
要

な
手
続
き
が
簡
素
化
さ
れ
た
こ
と
で
、
効
率
的
に
首
長
の
任
命
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
首
長
任
命
制
度
は
地
方
に
対
す
る
管
理
が
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
こ
と
を
受
け
て
成
立
に
至
っ
た
と
い
う
経
緯
か
ら
、
連
邦
中
央
の
構

成
主
体
に
対
す
る
圧
力
・
管
理
の
強
化
と
い
っ
た
側
面
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
修
正
を
重
ね
る
ご
と
に
、

よ
り
地
方
に
近
い
と
こ
ろ
、
国
民
の
声
が
あ
る
程
度
反
映
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
候
補
者
を
選
ぶ
権
利
を
与
え
る
こ
と
で
、
当
該
構
成
主
体
に

ふ
さ
わ
し
い
、
か
か
わ
り
の
深
い
候
補
者
を
選
ぶ
こ
と
が
可
能
な
制
度
へ
と
変
化
し
つ
つ
あ
る
。
こ
こ
ま
で
は
、
あ
く
ま
で
も
制
度
的
な

側
面
に
注
目
し
て
き
た
が
、
以
下
で
は
よ
り
実
態
の
部
分
に
注
目
し
、
ど
の
よ
う
な
候
補
者
が
ど
の
よ
う
に
選
ば
れ
て
き
た
の
か
、
時
代

を
追
っ
て
み
て
い
く
。㈢

　
プ
ー
チ
ン
・
メ
ド
ヴ
ェ
ー
ジ
ェ
フ
両
大
統
領
と
連
邦
構
成
主
体
首
長

1
　
プ
ー
チ
ン
政
権
期
の
特
徴

　
二
〇
〇
五
年
に
首
長
の
公
選
制
が
廃
止
さ
れ
る
と
、
二
〇
〇
八
年
三
月
に
大
統
領
を
退
任
す
る
ま
で
に
プ
ー
チ
ン
は
の
べ
八
二
人
の
首

長
の
任
命
を
行
っ
た
。
そ
の
内
訳
を
見
る
と
、
五
一
人
が
現
職
の
継
続
、
二
七
人
が
新
任
、
四
人
は
合
併
し
た
連
邦
構
成
主
体
で
の
就
任

と
な
っ
た
首
長
で
あ
）
38
（
る
。
五
一
人
の
現
職
の
う
ち
、
四
一
人
は
任
期
満
了
前
に
大
統
領
に
信
任
を
求
め
、
大
統
領
と
事
前
に
合
意
の
下
で

任
命
さ
れ
た
。
一
方
、
一
〇
人
は
事
前
に
信
任
を
申
し
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
任
期
満
了
に
伴
い
大
統
領
の
任
命
を
受
け
、
再
び
首

長
に
就
任
し
た
。
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最
初
に
任
命
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
沿
海
地
方
で
あ
り
、
二
〇
〇
五
年
二
月
四
日
、
現
職
の
セ
ル
ゲ
イ
・
ダ
リ
キ
ン
が
そ
の
職
務
を
継

続
す
る
形
で
知
事
に
就
任
し
た
。
そ
の
後
、
チ
ュ
メ
ニ
州
知
事
ソ
ビ
ャ
ニ
ン
な
ど
の
再
任
が
続
い
た
後
、
三
月
に
サ
ラ
ト
フ
州
で
現
職
の

ア
ヤ
ツ
コ
フ
が
解
任
さ
れ
、
地
元
の
原
子
力
発
電
所
社
長
で
あ
っ
た
パ
ヴ
ェ
ル
・
イ
パ
ト
フ
が
知
事
に
就
任
し
た
。
大
統
領
に
よ
る
首
長

交
代
の
最
初
の
例
と
な
っ
）
39
（
た
。
た
だ
し
、
一
九
九
六
年
か
ら
州
知
事
を
務
め
て
い
た
ア
ヤ
ツ
コ
フ
は
、
任
期
満
了
前
の
大
統
領
と
の
会
談

で
自
ら
再
び
知
事
に
就
任
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
発
言
を
行
っ
て
い
）
40
（

た
。

　
中
央
集
権
化
を
目
指
す
プ
ー
チ
ン
政
権
に
お
い
て
は
、
一
九
九
〇
年
代
の
エ
リ
ツ
ィ
ン
政
権
期
に
独
立
や
主
権
、
た
く
さ
ん
の
追
加
的

な
権
限
拡
大
を
求
め
た
り
、
中
央
の
政
策
に
反
発
し
た
り
し
て
い
た
首
長
が
交
代
す
る
可
能
性
が
高
い
と
当
初
は
思
わ
れ
て
い
た
が
、
そ

の
よ
う
に
長
年
在
任
し
て
い
る
首
長
が
解
任
さ
れ
る
例
は
こ
の
時
期
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
ロ
ギ
オ
ノ
フ
・
コ
リ
ャ
ー

ク
自
治
管
区
知
事
（
二
〇
〇
五
年
三
）
41
（

月
）、
バ
リ
ノ
フ
・
ネ
ネ
ツ
自
治
管
区
行
政
長
官
（
二
〇
〇
六
年
六
）
42
（

月
）、
コ
ロ
ト
コ
フ
・
ア
ム
ー
ル
州

知
事
（
二
〇
〇
七
年
五
）
43
（
月
）
が
「
大
統
領
の
信
頼
を
失
っ
た
」
こ
と
を
理
由
と
し
て
任
期
前
に
解
任
さ
れ
た
。
通
常
、
首
長
が
任
期
満
了

前
に
解
任
さ
れ
る
場
合
、
事
前
に
大
統
領
と
首
長
と
が
会
談
を
行
い
、
首
長
自
身
の
合
意
の
下
で
解
任
さ
れ
、
大
統
領
令
に
は
「
本
人
の

希
望
に
よ
り
」
解
任
す
る
と
記
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
上
記
三
者
の
解
任
は
そ
れ
と
は
異
な
り
、「
大
統
領
の
信
頼
を
失
っ
た
」
こ
と
が

解
任
の
理
由
と
し
て
大
統
領
令
に
明
記
さ
れ
た
。「
本
人
の
希
望
に
よ
る
」
解
任
が
実
際
に
す
べ
て
首
長
本
人
の
望
ん
だ
結
果
で
あ
っ
た

か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
公
に
「
本
人
が
望
ま
な
い
（
大
統
領
と
の
間
で
合
意
に
至
ら
な
い
）」
ま
ま
大
統
領
が
首
長
を
解
任
す
る
と
い
う
こ

と
は
珍
し
い
。

　
大
統
領
任
命
制
を
含
む
一
連
の
制
度
改
革
に
よ
っ
て
、
連
邦
構
成
主
体
首
長
の
権
限
が
弱
ま
り
、
中
央
と
の
直
接
的
な
パ
イ
プ
を
失
っ

た
首
長
は
政
治
の
脇
に
追
い
や
ら
れ
た
、
影
響
力
を
失
っ
た
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
プ
ー
チ
ン
政
権
期
で
現
職
首
長
が

任
命
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
こ
と
か
ら
、
首
長
や
構
成
主
体
の
影
響
力
が
弱
ま
っ
た
と
い
う
結
論
に
終
始
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
一
〇
連
邦
構
成
主
体
で
プ
ー
チ
ン
の
大
統
領
在
任
中
に
新
し
い
制
度
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
彼
ら
を
含
む
そ
の
後
の
首
長
任
命
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表１　プーチン大統領によって任命された首長（継続）
就任日 連邦構成主体 名前 就任年

1 2005/2/4 沿海地方 セルゲイ・ダリキン 2001年
2 2/17 チュメニ州 セルゲイ・ソビャニン 2001年
3 2/18 ヴラジミル州 ニコライ・ヴィノグラドフ 1996年
4 2/22 クルスク州 アレクサンドル・ミハイロフ 2000年
5 2/24 アムール州 レオニド・コロトコフ 2001年
6 2/24 ハンティ・マンシ自治管区 アレクサンドル・フィリペンコ 1991年
7 2/25 ユダヤ人自治州 ニコライ・ヴォルコフ 1991年
8 3/3 エヴェンキ自治管区 ボリス・ゾロタレフ 2001年
9 3/11 ヤマロ・ネネツ自治管区 ユーリー・ネエロフ 1994年

10 3/25 タタルスタン共和国 ミンチメル・シャイミエフ 1991年
11 4/18 チェリャビンスク州 ピョートル・スミン 1997年
12 4/20 ケメロヴォ州 アマン・トゥレエフ 1997年
13 4/21 コストロマ州 ヴィクトル・シェルシュノフ 1997年
14 4/23 オリョール州 エゴール・ストロエフ 1993年
15 4/26 サマラ州 コンスタンチン・チトフ 1991年
16 5/14 ペンザ州 ヴァシリー・ボチカリョフ 1998年
17 5/28 リペツク州 オレグ・コロレフ 1998年
18 6/14 ロストフ州 ヴラジミル・チュブ 1991年
19 6/15 イングーシ共和国 ムラト・ジャジコフ 2002年
20 6/15 オレンブルク州 アレクセイ・チェルヌィシェフ 2000年
21 6/24 スモレンスク州 ヴィクトル・マスロフ 2002年
22 7/13 タンボフ州 オレグ・ベチン 1995年
23 7/26 カルーガ州 アナトリー・アルタモノフ 2000年
24 8/29 チュヴァシ共和国 ニコライ・フョドロフ 1993年
25 9/15 アギン・ブリャート自治管区 バイル・ジャムスエフ 1997年
26 10/21 チュコト自治管区 ロマン・アブラモヴィッチ 2001年
27 10/24 カルムィク共和国 キルサン・イリュムジノフ 1993年
28 10/31 スタヴロポリ地方 アレクサンドル・チェルノゴロフ 1996年
29 11/10 モルダヴィヤ共和国 ニコライ・メルクシュキン 1995年
30 11/21 スヴェルドロフスク州 エドゥアルド・ロッセリ 1995年
31 12/7 コミ共和国 ヴラジミル・トルロポフ 2002年
32 2006/3/3 カレリヤ共和国 セルゲイ・カタナンドフ 1996年
33 3/28 ウリヤノフスク州 セルゲイ・モロゾフ 2004年
34 10/10 バシコルトスタン ムルタザ・ラヒモフ 1993年
35 11/2 ヤロスラヴリ州 アナトリー・リシツィン 1991年
36 12/7 サハ共和国（ヤクーチヤ） ヴャチェスラフ・シュティロフ 2002年
37 12/20 サンクトペテルブルク市 ヴァレンチナ・マトヴィエンコ 2003年
38 2007/2/4 マガダン州 ニコライ・ドゥドフ 2002年
39 2/14 ムルマンスク州 ユーリー・エヴドキモフ 1996年
40 3/10 トムスク州 ヴィクトル・クレス 1991年
41 4/23 クラスノダル地方 アレクサンドル・トカチェフ 2000年
42 5/4 モスクワ州 ボリス・グロモフ 2000年
43 5/24 オムスク州 レオニド・ポレジャエフ 1991年
44 6/16 ベルゴロド州 エヴゲニー・サフチェンコ 1993年
45 6/21 ヴォログダ州 ヴャチェスラフ・ポズガレフ 1996年
46 6/27 モスクワ市 ユーリー・ルシコフ 1992年
47 7/9 ハバロフスク地方 ヴィクトル・イシャエフ 1991年
48 7/9 レニングラード州 ヴァレリー・セルヂュコフ 1999年
49 7/10 トゥヴェリ州 ドミトリー・ゼレニン 2003年
50 7/12 ノヴォシビルスク州 ヴィクトル・トロコンスキー 2000年
51 10/18 ブリャンスク州 ニコライ・デニン 2000年
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表２　プーチン大統領によって任命された首長（新任）

就任日 連邦構成主体 名前 前職*
1 2005/3/3 サラトフ州 パヴェル・イパトフ パラコヴォ原子力発電所所長
2 4/15 コリャーク自治管区 オレグ・コジェミャコ 連邦会議メンバー
3 4/29 トゥーラ州 ヴャチェスラフ・ドゥトカ 「機器設計事務所」
4 6/7 北オセチア共和国 テイムラス・マムスロフ 共和国議会議長
5 8/8 ニジェゴロド州 ヴァレリー・シャンツェフ モスクワ副市長
6 8/25 アルタイ地方 アレクサンドル・カルリン 公務員問題担当連邦大統領局局長
7 8/26 イルクーツク州 アレクサンドル・ティシャニン 東シベリア鉄道所長
8 9/16 カリニングラード州 ゲオルギー・ボオス 国家会議副議長
9 9/28 カバルディノ・バルカル共和国 アルセン・カノコフ 国家会議議員

10 11/24 チュメニ州 ヴラジミル・ヤクシェフ チュメニ市長
11 12/22 アルタイ共和国 アレクサンドル・ベルドニコフ 連邦監査官
12 12/23 イヴァノヴォ州 ミハイル・メニ モスクワ副市長
13 2006/2/20 ダゲスタン共和国 ムフ・アリエフ 共和国議会議長
14 8/7 ネネツ自治管区 ヴァレリー・ポタペンコ 連邦監査院
15 12/13 アディゲヤ共和国 アスランチェリー・トハクシノフ 共和国議員
16 2007/3/2 チェチェン共和国 ラムザン・カディロフ 共和国政府首相
17 4/6 トゥィヴァ共和国 ショルバン・カラオオル 共和国議会議員
18 6/1 アムール州 ニコライ・コレソフ タタルスタン共和国議会議長
19 6/15 ブリャート共和国 ヴャチェスラフ・ナゴヴィツィン トムスク州第一副知事
20 8/7 ノヴゴロド州 セルゲイ・ミチン 連邦農業省次官
21 8/9 サハリン州 アレクサンドル・ホロシャヴィン オヒ市長・オヒ地区行政長官
22 8/29 サマラ州 ヴラジミル・アルチャコフ 「アフトヴァズ・グループ」社長
23 10/25 コストロマ州 イーゴリ・スリュニャエフ アルタイ地方代表上院議員
24 12/24 スモレンスク州 セルゲイ・アントゥフィエフ 国家会議議員
25 12/25 ヤロスラヴリ州 セルゲイ・ヴァフルコフ ウラル連邦管区副全権代表
26 2008/3/14 リャザン州 オレグ・コヴァレフ 国家会議議員
27 3/19 アルハンゲリスク州 イリヤ・ミハリチュク 「ガスプロム担保」基金副総裁

＊ 連邦議会の上院は「連邦会議（Совет Федерации / Federation Council）」と訳し、肩書は「メン
バー（член / member）」、下院は「国家会議（Государственная дума / State Duma）」と訳し、
肩書は「議員（депутат / deputy）」を用いた。また、各構成主体の立法機関については構成主
体ごとに名称が異なるが、本稿では一律して「地方議会」という表現を使っているので、ここ
でもそれに合わせている。特に構成主体名の記載がない場合は、当該構成主体の議会や行政府
のことを指している。表４も同様である。

表３　プーチン大統領によって任命された首長（合併後の構成主体）

就任日 連邦構成主体 名前 前職
1 2005/10/10 ペルミ地方 オレグ・チルクノフ ペルミ州知事代行
2 2007/5/30 カムチャッカ州 アレクセイ・クジミツキー カムチャッカ州知事代行
3 6/4 新クラスノダル地方 アレクサンドル・フロポニン クラスノダル地方知事
4 2008/2/5 ザバイカル地方 ラヴィリ・ゲニアトゥリン チタ州行政長官

（注） 表１～３はヴィタリー・イワノフ『連邦構成主体首長：法的・政治制度史 1990～2010』、大
統領 HP（www.news.kremlin.ru）および各地方行政府 HP に基づき、筆者作成。
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は
メ
ド
ヴ
ェ
ー
ジ
ェ
フ
政
権
下
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。

2
　
メ
ド
ヴ
ェ
ー
ジ
ェ
フ
政
権
期
の
特
徴

　
前
述
の
通
り
、
二
〇
〇
〇
年
七
月
の
法
改
正
で
大
統
領
に
対
し
て
連
邦
構
成
主
体
首
長
の
解
任
権
が
与
え
ら
れ
た
後
、
任
命
制
が
導
入

さ
れ
る
ま
で
プ
ー
チ
ン
政
権
下
で
そ
の
解
任
権
限
が
使
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
任
命
制
の
導
入
後
も
、
大
多
数
の
首
長
を
留
任

さ
せ
た
こ
と
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
プ
ー
チ
ン
は
目
立
っ
た
人
事
の
交
代
を
行
う
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
一
方
、
メ
ド
ヴ
ェ
ー
ジ
ェ
フ

大
統
領
の
下
で
は
連
邦
構
成
主
体
の
首
長
が
大
き
く
刷
新
さ
れ
て
い
る
。

　
二
〇
〇
九
年
一
二
月
三
一
日
に
マ
リ
・
エ
ル
共
和
国
の
レ
オ
ニ
ド
・
マ
ル
ケ
ロ
フ
大
統
領
が
メ
ド
ヴ
ェ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
の
提
案
を
受

け
て
共
和
国
議
会
に
承
認
さ
れ
、
二
〇
一
〇
年
一
月
一
五
日
に
大
統
領
に
再
び
就
任
し
た
。
彼
が
二
〇
〇
〇
年
に
国
民
の
直
接
選
挙
で
選

ば
れ
て
か
ら
約
一
〇
年
が
経
過
し
て
い
た
。
彼
の
任
命
に
よ
り
ロ
シ
ア
の
構
成
主
体
首
長
は
全
員
が
大
統
領
の
任
命
に
よ
っ
て
、
そ
の
地

位
に
就
任
し
た
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
他
、
ヴ
ォ
ル
ゴ
グ
ラ
ー
ド
、
ウ
ド
ム
ル
ト
、
キ
ー
ロ
フ
、
ク
ル
ガ
ン
、
ハ
カ
シ
ヤ
、
ア
ル
タ
イ
地

方
、
チ
ュ
コ
ト
、
ヴ
ォ
ロ
ネ
ジ
、
プ
ス
コ
フ
を
合
わ
せ
た
一
〇
構
成
主
体
で
は
、
初
の
首
長
任
命
が
メ
ド
ヴ
ェ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
の
下
で

行
わ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
連
邦
構
成
主
体
首
長
の
任
命
制
が
す
べ
て
の
連
邦
構
成
主
体
に
浸
透
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
メ
ド
ヴ
ェ
ー
ジ
ェ
フ
に
よ
る
大
統
領
任
命
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
が
、
長
年
構
成
主
体
首
長
の
地
位
を
維
持
し
て
き
た
「
重
鎮
首
長
」

を
相
次
い
で
解
任
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
州
の
イ
シ
ャ
エ
フ
知
事
、
ス
ヴ
ェ
ル
ド
ロ
フ
ス
ク
州
の
ロ
ッ
セ
リ

知
事
、
タ
タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国
の
シ
ャ
イ
ミ
エ
フ
大
統
領
、
ロ
ス
ト
フ
州
の
チ
ュ
ブ
知
事
、
バ
シ
コ
ル
ト
ス
タ
ン
共
和
国
の
ラ
ヒ
モ
フ
大

統
領
、
モ
ス
ク
ワ
市
の
ル
シ
コ
フ
市
長
な
ど
で
あ
る
。
彼
ら
は
ソ
連
崩
壊
直
後
か
ら
各
構
成
主
体
の
最
高
指
導
者
と
し
て
主
導
権
を
握
り
、

在
任
期
間
一
五
年
以
上
の
ベ
テ
ラ
ン
首
長
で
あ
っ
た
。
自
ら
が
支
配
す
る
地
域
の
利
益
の
た
め
に
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
政
権
期
に
は
地
方
の
権

限
拡
大
を
求
め
、
時
に
連
邦
中
央
に
対
し
て
強
く
反
発
す
る
姿
勢
さ
え
示
し
た
。
一
方
で
住
民
の
直
接
選
挙
の
時
で
は
有
権
者
か
ら
の
支

持
を
獲
得
し
て
い
た
。
プ
ー
チ
ン
政
権
下
で
も
そ
の
人
気
は
変
わ
ら
ず
、
任
命
制
に
移
行
し
て
か
ら
も
連
邦
大
統
領
の
信
任
を
得
て
そ
の
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地
位
を
不
動
の
も
の
と
し
て
い
た
彼
ら
が
メ
ド
ヴ
ェ
ー
ジ
ェ
フ
に
よ
っ
て
次
々
に
解
任
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
プ
ー
チ
ン
は
任
命
制
度
の
遂
行
に
あ
た
っ
て
、
重
鎮
の
解
任
と
い
う
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
方
法
を
選
ぶ
こ
と
は
な
く
、
中
央
の
影
響
力
を
残

し
な
が
ら
も
、
彼
ら
を
留
任
さ
せ
て
地
方
の
安
定
的
な
統
治
を
継
続
さ
せ
た
。
一
方
、
メ
ド
ヴ
ェ
ー
ジ
ェ
フ
は
後
述
の
ル
シ
コ
フ
・
モ
ス

ク
ワ
市
長
解
任
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
多
少
強
引
に
で
も
首
長
の
交
代
を
進
め
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
モ
ス
ク
ワ
市
の
例
は
極
端
で
あ

り
、
他
の
構
成
主
体
で
は
首
長
が
自
ら
再
任
を
拒
否
す
る
な
ど
合
意
の
下
で
解
任
を
決
定
し
て
い
る
。

　
二
つ
目
の
特
徴
と
し
て
、
新
任
候
補
者
の
中
に
比
較
的
若
く
、
経
済
に
も
精
通
し
た
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
が
多
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

連
邦
全
体
で
は
エ
リ
ツ
ィ
ン
↓
プ
ー
チ
ン
↓
メ
ド
ヴ
ェ
ー
ジ
ェ
フ
と
、
少
し
ず
つ
中
枢
の
若
返
り
が
み
ら
れ
る
が
、
地
方
で
も
世
代
交
代

を
進
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
最
も
若
い
知
事
の
一
人
で
あ
る
プ
ス
コ
フ
州
の
ア
ン
ド
レ
イ
・
ト
ゥ
ル
チ
ャ
ク
（
一
九
七
五
年
生
）
は
、

一
九
九
八
年
に
大
学
を
卒
業
し
て
か
ら
、
民
間
企
業
で
勤
務
し
て
い
た
が
、
二
〇
〇
五
年
八
月
に
統
一
ロ
シ
ア
に
入
党
し
青
年
政
策
を
担

当
す
る
調
整
役
に
任
命
さ
れ
た
と
き
か
ら
政
治
の
世
界
に
入
っ
た
。
出
身
は
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
で
あ
る
が
、
二
〇
〇
七
年
に
プ
ス

コ
フ
州
議
員
、
さ
ら
に
プ
ス
コ
フ
州
代
表
の
連
邦
上
院
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
た
。
二
〇
〇
九
年
二
月
一
六
日
に
州
知
事
代
行
に
任
命
さ
れ
、

二
七
日
に
議
会
の
承
認
を
得
て
知
事
に
就
任
し
）
44
（
た
。
彼
の
知
事
と
し
て
の
活
動
に
対
す
る
評
価
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
必
ず
し
も
地
域
の

発
展
に
成
功
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
も
あ
る
が
、
中
央
・
地
方
を
問
わ
ず
メ
デ
ィ
ア
に
頻
繁
に
出
演
し
、
そ
の
活
動
や
成
果
を
積

極
的
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
。
彼
の
ほ
か
、
キ
ー
ロ
フ
州
の
ニ
キ
ー
タ
・
ベ
ル
ィ
フ
知
事
（
一
九
七
五
年
生
）
や
ヤ
マ
ロ
・
ネ
ネ
ツ
自
治

管
区
の
ド
ミ
ト
リ
ー
・
コ
ブ
ィ
ル
キ
ン
知
事
（
一
九
七
一
年
生
）
も
若
い
知
事
の
一
人
で
あ
）
45
（

る
。
な
お
、
二
〇
一
一
年
四
月
三
一
日
時
点

で
最
も
若
い
の
は
チ
ェ
チ
ェ
ン
共
和
国
の
カ
デ
ィ
ロ
フ
大
統
領
（
一
九
七
六
年
生
）
で
あ
）
46
（

る
。

　
三
つ
目
の
特
徴
と
し
て
、
多
く
の
新
任
首
長
が
連
邦
中
央
や
ビ
ジ
ネ
ス
・
経
済
界
か
ら
の
落
下
傘
候
補
で
は
な
く
、
そ
の
構
成
主
体
の

出
身
、
ま
た
は
そ
の
地
方
と
何
ら
か
の
か
か
わ
り
を
持
つ
。
一
見
す
る
と
前
職
が
中
央
の
閣
僚
や
上
下
院
議
員
と
い
う
人
も
多
い
が
、
さ

ら
に
前
の
経
歴
を
遡
る
と
そ
の
地
域
の
政
治
経
験
も
豊
富
に
持
つ
人
物
が
多
い
。
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表４　メドヴェージェフ大統領によって任命された首長（４月30日現在）
就任日 連邦構成主体 名前 前職

1 2008/5/23 スタヴロポリ地方 アレクサンドル・ガエフスキー 連邦地域発展省次官
2 7/13 チュコト自治管区 ロマン・コピン 自治管区副知事
3 8/5 カラチャイ・チェルケス共和国 ボリス・エブゼエフ 連邦憲法裁判所裁判官
4 10/31 イングーシ共和国 ユヌス―ベク・エフクロフ ヴォルガ・ウラル軍管区参謀本部副長官
5 10/20 アムール州 オレグ・コジェミャコ 大統領府長官補佐官
6 11/22 イルクーツク州 イーゴリ・エシポフスキー 州知事代行
7 12/10 ハカシヤ共和国 ヴィクトル・ジミン 国家会議議員
8 12/18 キーロフ州 ニキータ・ベルィフ ペルミ地方議会議員
9 2009/2/20 ウドムルト共和国 アレクサンドル・ヴォルコフ 再任（1993年）

10 2/24 ネネツ自治管区 イーゴリ・フョドロフ アルハンゲリスク州副行政長官
11 2/26 ヴォロネジ州 アレクセイ・ゴルデエフ 連邦農業大臣
12 2/27 オリョール州 アレクサンドル・コズロフ 連邦農業省次官
13 2/27 プスコフ州 アンドレイ・トゥルチャク プスコフ州代表連邦会議議員
14 2/28 ヴラジミル州 ニコライ・ヴィノグラドフ 再任（1996年）
15 3/25 ムルマンスク州 ドミトリー・ドミトリエンコ 連邦漁業庁副長官
16 5/6 ハバロフスク地方 ヴャチェスラフ・シポルト 地方副首相兼産業・輸送・通信大臣
17 6/8 イルクーツク州 ドミトリー・メゼンツェフ 連邦会議副議長
18 7/29 アルタイ地方 アレクサンドル・カルリン 再任（2005年）
19 11/17 スヴェルドロフスク州 アレクサンドル・ミシャリン 連邦政府官房産業・インフラ局局長
20 12/9 アストラハン州 アレクサンドル・ジルキン 再任（2004年）
21 12/29 ヴォルゴグラード州 アナトリー・ブロフコ 州副知事
22 12/29 クルガン州 オレグ・ボゴモロフ 再任（1996年）
23 12/31 マリ・エル共和国 レオニド・マルケロフ 再任（2000年）
24 2010/1/11 沿海地方 セルゲイ・ダリキン 再任（2001年）
25 1/15 コミ共和国 ヴャチェスラフ・ガイゼル 共和国第一副元首兼財務大臣
26 1/20 アルタイ共和国 アレクサンドル・ベルドニコフ 再任（2006年）
27 2/4 タタルスタン共和国 ルスタム・ミンニハノフ 共和国首相
28 2/10 ダゲスタン共和国 マゴメドサラム・マゴメドフ 共和国議会議員
29 2/15 ハンティ・マンシ自治管区 ナタリヤ・コマロヴァ 国家会議議員
30 2/17 クラスノヤルスク地方 レフ・クズネツォフ 「コルマル」社長
31 2/17 ユダヤ人自治州 アレクサンドル・ヴィンニコフ ビロビジャン市長
32 3/3 ヤマロ・ネネツ自治管区 ドミトリー・コブィルキン 管区プロフスク地区行政長官
33 3/1 クルスク州 アレクサンドル・ミハイロフ 国家会議議員
34 3/22 チェリャビンスク州 ミハイル・ユーレヴィッチ 連邦会議メンバー
35 4/26 リペツク州 オレグ・コロレフ 連邦会議メンバー
36 4/29 トゥーラ州 アレクサンドル・ドゥトカ 再任（2005年）
37 4/29 北オセチア共和国 タイムラズ・マスムロフ 共和国議会議長
38 4/5 サラトフ州 パヴェル・イパトフ 「ロスエネルゴアトム」副社長
39 4/20 ケメロヴォ州 アマン・トゥレエフ 再任（1997年）
40 4/29 ペンザ州 ヴァシリー・ボチカリョフ 再任（1998年）
41 5/22 オレンブルク州 ユーリー・ベルク オルスク市長
42 6/7 タンボフ州 オレグ・ベチン 再任（1999年）
43 6/14 ロストフ州 ヴァシリー・ゴルベフ モスクワ州地区行政長官
44 6/17 ニジェゴロド州 ヴァレリー・シャンツェフ 再任（2005年）
45 6/17 サハ共和国 エゴール・ボリソフ 共和国首相
46 6/30 カレリヤ共和国 アンドレイ・ネリドフ 連邦会議メンバー
47 7/17 バシコルトスタン共和国 ルステム・ハミトフ 「ルスギドロ」執行役
48 7/26 カルーガ州 アナトリー・アルタモノフ 再任（2000年）
49 7/28 チュヴァシ共和国 ミハイル・イグナチエフ 共和国副首相兼農業大臣
50 9/1 カバルディノ・バルカル共和国 アルセン・カノコフ 国家会議議員
51 9/22 ノヴォシビルスク州 ヴァシリー・ユルチェンコ 州第一副知事
52 9/28 カリニングラード州 ニコライ・ツカノフ グセフスク地区行政長官
53 9/28 カルムィク共和国 アレクセイ・オルロフ 共和国第一副首相
54 10/10 ペルミ地方 オレグ・チルクノフ 再任（2005年）
55 10/12 チュメニ州 ヴラジミル・ヤクシェフ 再任（2005年）
56 10/21 モスクワ市 セルゲイ・ソビャニン 連邦副首相
57 10/22 イヴァノヴォ州 ミハイル・メニ 再任（2005年）
58 11/10 モルダヴィア共和国 ニコライ・メルクシュキン 再任（1995年）
59 2011/3/1 カラチャイ・チェルケス共和国 ラシド・テムレゾフ 共和国議会議員
60 3/1 チェチェン共和国 ラムザン・カディロフ 再任（2007年）
61 3/3 カムチャッカ地方 ヴラジミル・イリューヒン 連邦監査員
62 3/3 ウリヤノフスク州 セルゲイ・モロゾフ 再任（2004年）

（注） イワノフ『連邦構成主体首長』（2010）、情報分析リソース（governors,ru）、大統領 HP（www.news.
kremlin.ru）、各地方行政府 HP およびインターファックスなどメディアの情報を基に、筆者作成。
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こ
の
よ
う
に
、
プ
ー
チ
ン
と
メ
ド
ヴ
ェ
ー
ジ
ェ
フ
で
は
全
面
的
で
は
な
い
が
、
一
部
、
異
な
る
様
相
が
見
ら
れ
る
。
特
に
、
メ
ド
ヴ
ェ

ー
ジ
ェ
フ
の
下
で
は
顔
ぶ
れ
、
年
齢
、
職
種
な
ど
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
の
「
新
し
い
人
物
」
が
連
邦
構
成
主
体
の
首
長
に
就
任
し
て
い
る
。

首
長
を
交
代
さ
せ
る
こ
と
で
プ
ー
チ
ン
政
権
期
と
の
違
い
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
見
方
も
考
え
ら
れ
る
が
、
プ
ー
チ
ン
支
持
派
で

あ
る
統
一
ロ
シ
ア
の
推
薦
す
る
候
補
者
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
話
で
は
な
い
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
メ
ド
ヴ
ェ
ー
ジ
ェ
フ
政

権
を
取
り
巻
く
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
が
新
し
い
首
長
を
必
要
と
し
て
お
り
、
同
様
の
理
由
で
、
プ
ー
チ
ン
政
権
期
は
就
任
期
間
の
長
い
安
定

し
た
首
長
が
必
要
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

四
　
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ

　
前
章
で
は
、
連
邦
構
成
主
体
首
長
の
任
命
制
に
つ
い
て
、
連
邦
中
央
の
視
点
を
中
心
に
、
制
度
全
体
や
現
状
に
つ
い
て
細
か
く
検
討
し

た
。
し
か
し
、
全
体
像
を
検
証
し
た
だ
け
で
は
、
そ
の
制
度
が
与
え
る
影
響
や
そ
の
重
要
性
の
一
面
し
か
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
構

成
主
体
ご
と
に
そ
の
制
度
が
持
つ
意
味
は
異
な
る
部
分
が
あ
る
と
い
う
点
を
見
逃
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
個
別
の
構
成
主

体
に
焦
点
を
当
て
、
具
体
的
な
任
命
制
の
プ
ロ
セ
ス
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
構
成
主
体
に
お
け
る
そ
の
効
果
や
影
響
を
検
証
す
る
。

当
然
、
す
べ
て
の
構
成
主
体
お
よ
び
そ
の
首
長
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
た
め
、
比
較
的
デ
ー
タ
や
情
報
を
た
く
さ
ん
入
手
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
任
命
制
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
何
ら
か
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
構
成
主
体
に
限
定
し
て
取
り
上
げ
て
い
く
。

㈠
　
ア
ム
ー
ル
州

　
一
つ
の
構
成
主
体
を
同
一
の
首
長
が
長
く
統
治
す
る
傾
向
の
強
い
ロ
シ
ア
の
地
方
政
治
で
あ
る
が
、
ア
ム
ー
ル
州
で
は
任
命
制
導
入
か

ら
の
五
年
間
で
三
回
知
事
が
交
代
し
た
。
一
人
目
の
レ
オ
ニ
ド
・
コ
ロ
ト
コ
フ
は
一
九
九
三
年
、
当
時
最
も
若
い
上
院
議
員
で
あ
っ
た
。
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一
九
九
五
年
に
下
院
議
員
を
務
め
た
後
、
二
〇
〇
一
年
に
連
邦
中
央
の
支
持
を
受
け
て
現
職
に
勝
利
し
、
ア
ム
ー
ル
州
知
事
に
選
出
さ
れ

た
。
二
〇
〇
五
年
二
月
二
四
日
に
は
大
統
領
の
任
命
を
受
け
て
知
事
を
継
続
し
た
。
し
か
し
、
汚
職
や
職
権
乱
用
の
事
実
が
発
覚
し
、
二

〇
〇
七
年
五
月
に
「
大
統
領
の
信
用
を
失
っ
た
」
こ
と
を
理
由
に
解
任
さ
れ
）
47
（
た
。
こ
れ
を
受
け
て
六
月
一
日
、
極
東
連
邦
管
区
大
統
領
全

権
代
表
イ
ス
ハ
コ
フ
の
推
薦
す
る
タ
タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国
議
会
議
長
の
ニ
コ
ラ
イ
・
コ
レ
ソ
フ
が
州
知
事
に
就
任
し
た
。
彼
は
副
知
事
や

自
ら
の
側
近
を
タ
タ
ル
ス
タ
ン
出
身
者
で
固
め
た
。
地
元
ア
ム
ー
ル
州
の
政
治
家
や
議
員
か
ら
た
く
さ
ん
の
批
判
を
受
け
な
が
ら
も
、
連

邦
中
央
や
イ
ス
ハ
コ
フ
全
権
代
表
に
近
い
人
た
ち
と
の
関
係
を
強
化
し
な
が
ら
知
事
を
続
け
て
い
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
に

イ
ス
ハ
コ
フ
が
全
権
代
表
を
解
任
さ
れ
て
か
ら
、
徐
々
に
同
州
で
の
立
場
が
衰
退
し
、
コ
レ
ソ
フ
は
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
に
解
任
さ
れ
）
48
（

た
。

わ
ず
か
一
年
四
ヵ
月
と
い
う
在
任
期
間
は
、
事
故
で
在
職
中
に
死
亡
し
た
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
州
の
エ
シ
ポ
フ
ス
キ
ー
（
約
六
ヵ
月
）
や
ア
ル

タ
イ
州
の
エ
ヴ
ド
キ
モ
フ
（
一
年
四
ヵ
月
）
を
除
く
と
、
知
事
任
命
制
導
入
後
最
も
短
い
任
期
で
あ
っ
た
。
彼
の
後
任
と
し
て
元
コ
リ
ャ

ー
ク
自
治
管
区
知
事
で
二
〇
〇
七
年
六
月
に
同
自
治
管
区
と
チ
タ
州
の
合
併
後
、
大
統
領
府
長
官
補
佐
官
を
務
め
て
い
た
オ
レ
グ
・
コ
ジ

ェ
ミ
ャ
コ
が
知
事
に
就
任
し
）
49
（

た
。
す
で
に
地
方
知
事
の
経
験
を
持
つ
コ
ジ
ェ
ミ
ャ
コ
で
あ
る
が
、
前
任
者
同
様
、
州
内
で
の
活
動
は
決
し

て
順
調
で
は
な
い
。
ア
ム
ー
ル
州
代
表
の
連
邦
上
院
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
ガ
リ
ャ
モ
フ
と
の
関
係
が
悪
化
し
、
こ
れ
に
対
し
て
ガ
リ
ャ
モ
フ

の
側
を
擁
護
す
る
意
見
が
ア
ム
ー
ル
州
代
表
の
下
院
議
員
や
州
の
政
党
代
表
ら
か
ら
出
さ
れ
）
50
（

た
。
ま
た
、
州
都
で
あ
る
ブ
ラ
ゴ
ベ
シ
チ
ェ

ン
ス
ク
市
で
市
長
の
直
接
選
挙
を
廃
止
し
、
シ
テ
ィ
ー
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
制
を
導
入
し
た
こ
と
に
つ
い
て
も
市
長
の
側
か
ら
反
対
の
議
論

が
巻
き
起
こ
っ
た
。

　
ア
ム
ー
ル
州
で
頻
繁
に
首
長
の
交
代
が
起
き
る
の
は
、
任
命
制
導
入
後
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
公
選
制
を
採
用
し
て
い
た
一
九
九

一
年
か
ら
二
〇
〇
四
年
ま
で
に
も
六
人
が
知
事
に
就
任
し
て
お
り
、
こ
ち
ら
も
全
構
成
主
体
の
中
で
最
多
と
な
っ
て
い
る
。
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㈡
　
ス
ヴ
ェ
ル
ド
ロ
フ
ス
ク
州

　
エ
リ
ツ
ィ
ン
の
故
郷
で
あ
る
ス
ヴ
ェ
ル
ド
ロ
フ
ス
ク
州
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
の
境
目
と
言
わ
れ
る
ウ
ラ
ル
山
脈
地
域
の
中
心
に
位

置
し
、
同
地
域
の
政
治
・
経
済
・
文
化
の
中
心
で
あ
る
と
同
時
に
、
機
械
産
業
や
化
学
産
業
の
分
野
を
中
心
に
そ
の
経
済
規
模
は
ロ
シ
ア

国
内
で
も
上
位
に
位
置
し
て
い
る
。
一
九
九
一
年
か
ら
大
統
領
任
命
に
よ
り
州
の
行
政
長
官
を
務
め
て
い
た
ロ
ッ
セ
リ
は
、
一
九
九
三
年

の
終
わ
り
か
ら
大
統
領
と
の
衝
突
で
、
一
時
そ
の
地
位
を
解
任
さ
れ
た
も
の
の
、
一
九
九
五
年
八
月
に
行
わ
れ
た
最
初
の
住
民
に
よ
る
直

接
選
挙
で
知
事
に
選
出
さ
れ
）
51
（
た
。

　
一
九
九
〇
年
代
初
め
、
連
邦
条
約
や
連
邦
憲
法
に
み
ら
れ
る
明
ら
か
な
民
族
共
和
国
と
そ
の
他
の
構
成
主
体
の
格
差
に
不
満
を
抱
き
、

同
州
は
権
限
拡
大
を
強
く
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
周
辺
の
構
成
主
体
と
合
併
し
、「
ウ
ラ
ル
共
和
国
」
を
創
設
す
る
考
え

を
示
し
、
一
九
九
三
年
四
月
に
実
施
し
た
共
和
国
設
立
の
是
非
を
問
う
住
民
投
票
で
も
多
く
の
支
持
を
得
て
、
同
年
一
一
月
に
共
和
国
宣

言
を
採
択
し
）
52
（

た
。
し
か
し
、
こ
れ
を
受
け
て
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
は
ウ
ラ
ル
共
和
国
創
設
を
無
効
と
す
る
大
統
領
令
を
発
令
し
、
ロ
ッ
セ

リ
知
事
を
解
任
し
た
。

　
一
九
九
五
年
に
住
民
に
よ
る
直
接
選
挙
の
結
果
を
受
け
て
知
事
に
復
帰
し
た
ロ
ッ
セ
リ
は
、
大
統
領
と
の
会
談
の
中
で
権
限
分
割
条
約

の
締
結
を
求
め
、
一
九
九
六
年
一
月
に
調
印
に
至
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
ス
ヴ
ェ
ル
ド
ロ
フ
ス
ク
州
は
連
邦
憲
法
及
び
連
邦
法
の
枠
内
で
、

政
治
的
・
経
済
的
な
自
立
が
大
き
く
保
障
さ
れ
）
53
（

た
。
二
〇
〇
〇
年
以
降
の
プ
ー
チ
ン
政
権
下
で
は
連
邦
中
央
に
対
す
る
反
発
を
公
に
示
す

こ
と
は
あ
ま
り
な
く
、
そ
の
一
方
で
連
邦
管
区
大
統
領
全
権
代
表
や
連
邦
中
央
の
支
持
を
受
け
た
州
都
エ
カ
テ
リ
ン
ブ
ル
グ
市
長
と
の
対

立
が
多
く
見
ら
れ
た
。
そ
れ
で
も
、
二
〇
〇
五
年
一
一
月
に
は
大
統
領
の
任
命
を
受
け
て
州
知
事
に
承
認
さ
れ
た
。

　
ロ
ッ
セ
リ
の
任
期
満
了
が
近
づ
い
た
二
〇
〇
九
年
八
月
、
州
議
会
の
第
一
党
で
あ
る
「
統
一
ロ
シ
ア
」
は
、
現
職
の
ロ
ッ
セ
リ
州
知
事
、

コ
ク
シ
ャ
ロ
フ
州
政
府
首
相
、
そ
し
て
連
邦
政
府
の
ミ
シ
ャ
リ
ン
の
三
人
を
次
の
州
知
事
候
補
と
し
て
大
統
領
に
提
案
し
）
54
（
た
。
通
常
、
早
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け
れ
ば
即
日
、
遅
く
て
も
一
ヵ
月
前
後
で
大
統
領
が
首
長
候
補
を
決
定
す
る
が
、
こ
の
時
に
限
っ
て
は
二
ヵ
月
半
以
上
も
メ
ド
ヴ
ェ
ー
ジ

ェ
フ
大
統
領
は
回
答
を
示
さ
な
か
っ
た
。
二
〇
〇
九
年
一
一
月
一
〇
日
、
よ
う
や
く
ミ
シ
ャ
リ
ン
を
州
知
事
候
補
と
し
て
州
議
会
に
提
案

し
）
55
（
た
。
ス
ヴ
ェ
ル
ド
ロ
フ
ス
ク
州
は
ロ
シ
ア
の
連
邦
構
成
主
体
の
中
で
唯
一
、
二
院
制
の
議
会
を
採
用
し
て
お
り
、
知
事
の
承
認
に
も
両

院
合
同
の
会
議
で
の
過
半
数
の
賛
成
が
必
要
で
あ
る
。
ミ
シ
ャ
リ
ン
は
、
四
九
人
中
四
七
人
の
議
員
の
賛
成
を
得
て
州
知
事
に
就
任
し
た
。

な
お
、
ロ
ッ
セ
リ
は
本
人
の
希
望
通
り
ス
ヴ
ェ
ル
ド
ロ
フ
ス
ク
州
政
府
代
表
の
上
院
メ
ン
バ
ー
に
就
任
し
）
56
（

た
。

㈢
　
タ
タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国

　
タ
タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国
は
ヴ
ォ
ル
ガ
川
流
域
に
あ
り
、
タ
タ
ー
ル
人
が
多
く
住
む
民
族
共
和
国
で
あ
る
。
公
用
語
と
し
て
タ
タ
ー
ル
語

と
ロ
シ
ア
語
の
両
方
が
使
わ
れ
て
お
り
、
共
和
国
大
統
領
は
両
方
の
言
語
が
で
き
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
同
共
和
国
は
ロ
シ
ア
の
中
で
最

も
経
済
の
発
展
し
た
構
成
主
体
の
一
つ
で
特
に
石
油
採
掘
や
石
油
化
学
工
業
が
盛
ん
で
あ
る
。
こ
の
タ
タ
ル
ス
タ
ン
で
約
二
〇
年
間
大
統

領
を
務
め
た
シ
ャ
イ
ミ
エ
フ
は
、
最
も
長
く
構
成
主
体
の
ト
ッ
プ
に
君
臨
し
続
け
た
人
物
の
一
人
で
あ
る
。
共
和
国
は
一
九
九
二
年
三
月

三
一
日
、
連
邦
中
央
と
ほ
ぼ
す
べ
て
の
連
邦
構
成
主
体
と
の
あ
い
だ
で
締
結
さ
れ
た
連
邦
条
約
の
調
印
を
拒
否
し
、
連
邦
に
先
立
っ
て
一

九
九
二
年
一
一
月
三
〇
日
に
共
和
国
憲
法
を
制
定
し
た
。
一
九
九
三
年
一
二
月
の
大
統
領
選
挙
や
連
邦
憲
法
承
認
の
是
非
を
問
う
国
民
投

票
の
投
票
率
は
わ
ず
か
一
三
・
八
八
％
と
と
て
も
低
か
っ
）
57
（

た
。
こ
の
よ
う
な
連
邦
中
央
に
対
立
を
強
め
る
状
況
改
善
の
た
め
に
一
九
九
四

年
二
月
に
は
連
邦
中
央
と
個
別
の
権
限
分
割
条
約
締
結
が
実
現
し
、
共
和
国
の
主
権
や
権
限
拡
大
を
求
め
た
。
さ
ら
に
シ
ャ
イ
ミ
エ
フ
は

一
九
九
〇
年
代
後
半
に
上
院
の
一
員
と
し
て
連
邦
中
央
の
政
策
決
定
過
程
に
も
関
与
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
中
央
・
地
方
関
係
に
関
わ
る

政
策
や
法
律
に
つ
い
て
の
議
論
で
頻
繁
に
中
央
に
対
す
る
反
論
を
述
べ
た
。
共
和
国
内
だ
け
で
な
く
連
邦
中
央
の
政
治
過
程
に
お
い
て
も

そ
の
存
在
感
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
シ
ャ
イ
ミ
エ
フ
自
身
や
同
共
和
国
の
重
要
性
は
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
の
プ
ー
チ
ン
政
権
下
で
も
変
わ
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
た
。
上
院
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の
ポ
ス
ト
を
失
っ
た
後
も
、
補
完
措
置
と
し
て
設
置
さ
れ
た
国
家
評
議
会
の
中
で
ロ
シ
ア
の
中
央
と
地
方
の
あ
い
だ
の
権
限
分
割
の
見
直

し
と
い
う
最
重
要
課
題
を
担
う
活
動
グ
ル
ー
プ
の
長
と
な
り
、
連
邦
中
央
の
考
え
と
は
異
な
る
意
見
を
主
張
し
）
58
（

た
。
ま
た
二
〇
〇
七
年
七

月
に
は
一
度
廃
止
さ
れ
た
権
限
分
割
条
約
を
刷
新
す
る
こ
と
に
成
功
し
）
59
（
た
。

　
こ
う
し
て
長
年
連
邦
中
央
で
も
共
和
国
で
も
強
い
影
響
力
を
持
っ
た
シ
ャ
イ
ミ
エ
フ
は
二
〇
〇
五
年
三
月
、
首
長
任
命
制
導
入
後
初
め

て
、
共
和
国
大
統
領
に
任
命
さ
れ
た
。
さ
ら
に
五
年
後
の
二
〇
一
〇
年
三
月
に
は
任
期
満
了
を
迎
え
る
の
に
合
わ
せ
て
、
二
〇
〇
九
年 

一
二
月
二
三
日
、
次
期
共
和
国
大
統
領
候
補
と
し
て
現
職
の
シ
ャ
イ
ミ
エ
フ
、
ミ
ン
ニ
ハ
ノ
フ
共
和
国
首
相
、
ム
ハ
メ
ト
シ
ン
共
和
国
議

会
議
長
を
統
一
ロ
シ
ア
が
連
邦
大
統
領
に
推
薦
し
た
。
こ
の
推
薦
を
受
け
た
シ
ャ
イ
ミ
エ
フ
は
二
〇
一
〇
年
一
月
二
二
日
、
メ
ド
ヴ
ェ
ー

ジ
ェ
フ
と
会
談
を
行
い
、
自
ら
の
任
期
続
投
を
拒
否
し
、
ミ
ン
ニ
ハ
ノ
フ
を
推
薦
す
る
発
言
を
し
た
。
一
月
二
八
日
、
メ
ド
ヴ
ェ
ー
ジ
ェ

フ
は
共
和
国
議
会
に
ミ
ン
ニ
ハ
ノ
フ
を
大
統
領
候
補
と
し
て
提
案
し
た
。
共
和
国
議
会
は
二
〇
一
〇
年
二
月
四
日
に
大
統
領
の
提
案
を
承

認
し
、
二
〇
一
〇
年
三
月
二
五
日
、
就
任
式
が
開
催
さ
れ
た
。
最
近
の
傾
向
と
し
て
地
方
首
長
の
就
任
式
と
い
う
の
は
、
比
較
的
質
素
に

行
わ
れ
る
が
、
ミ
ン
ニ
ハ
ノ
フ
の
就
任
式
に
は
多
く
の
連
邦
政
治
家
が
参
加
す
る
な
ど
、
大
々
的
に
行
わ
れ
た
。
退
任
し
た
シ
ャ
イ
ミ
エ

フ
は
四
月
二
一
日
、
同
共
和
国
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
国
家
顧
問
に
任
命
さ
れ
、
今
な
お
共
和
国
の
政
治
に
関
与
し
て
い
）
60
（
る
。

　
政
治
的
側
面
を
中
心
に
タ
タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国
と
い
う
地
域
を
見
て
い
る
と
、
タ
タ
ル
ス
タ
ン
＝
シ
ャ
イ
ミ
エ
フ
と
言
っ
て
も
過
言
で

は
な
い
く
ら
い
、
彼
が
同
地
域
お
よ
び
連
邦
全
体
で
持
つ
影
響
力
は
大
き
か
っ
た
。
し
か
し
、
経
済
や
ビ
ジ
ネ
ス
と
い
う
側
面
に
目
を
向

け
る
と
、
ミ
ン
ニ
ハ
ノ
フ
の
経
験
や
能
力
と
い
う
の
も
決
し
て
前
任
者
に
劣
る
も
の
で
は
な
い
。
資
源
が
豊
富
で
比
較
的
豊
か
な
連
邦
構

成
主
体
の
一
つ
で
は
あ
る
が
、
経
済
危
機
で
受
け
た
影
響
は
大
き
く
、
経
済
回
復
・
経
済
成
長
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
タ
タ
ル
ス

タ
ン
に
お
い
て
、
若
い
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
で
経
済
に
精
通
し
た
共
和
国
大
統
領
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
中
央
に
と
っ
て
も
地
方
に
と
っ
て

も
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
た
結
果
、
彼
の
任
命
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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㈣
　
バ
シ
コ
ル
ト
ス
タ
ン
共
和
国

　
タ
タ
ル
ス
タ
ン
同
様
、
バ
シ
コ
ル
ト
ス
タ
ン
も
一
九
九
〇
年
代
初
期
か
ら
独
立
や
主
権
、
権
限
の
拡
大
を
強
く
求
め
、
連
邦
中
央
へ
の

反
発
を
示
し
て
い
た
。
ま
た
、
同
共
和
国
は
石
油
な
ど
の
資
源
が
豊
富
に
あ
る
た
め
、
経
済
的
に
豊
か
な
地
域
で
あ
る
。
こ
こ
に
長
年
君

臨
し
続
け
た
の
が
ラ
ヒ
モ
フ
大
統
領
で
あ
っ
た
。
直
接
選
挙
が
行
わ
れ
て
い
た
と
き
だ
け
で
な
く
、
任
命
制
導
入
後
も
二
〇
〇
六
年
一
〇

月
に
共
和
国
大
統
領
に
承
認
さ
れ
た
。

　
二
〇
一
〇
年
七
月
、
ラ
ヒ
モ
フ
が
任
期
満
了
前
に
退
任
す
る
と
、
共
和
国
の
大
統
領
候
補
と
し
て
、
連
邦
運
輸
・
通
信
省
次
官
の
ハ
ミ

ト
フ
、
共
和
国
代
表
イ
ス
ク
ジ
ン
連
邦
上
院
議
員
、
マ
ル
ダ
ノ
フ
・
バ
シ
キ
ー
ル
共
和
国
中
央
銀
行
総
裁
、
カ
チ
カ
エ
フ
・
ウ
フ
ァ
市
長

ら
が
名
を
連
ね
た
。
事
前
の
予
想
で
は
候
補
の
一
人
と
考
え
ら
れ
て
い
た
サ
ル
バ
エ
フ
共
和
国
首
相
の
名
前
は
な
か
っ
た
。

　
連
邦
大
統
領
が
ハ
ミ
ト
フ
を
次
期
共
和
国
大
統
領
候
補
と
し
て
共
和
国
議
会
に
提
案
す
る
と
、
二
〇
一
〇
年
七
月
一
九
日
、
共
和
国
議

会
は
出
席
議
員
一
〇
五
人
全
会
一
致
の
賛
成
で
ハ
ミ
ト
フ
を
大
統
領
に
任
命
し
）
61
（

た
。
新
大
統
領
は
二
〇
一
〇
年
八
月
に
行
わ
れ
た
最
初
の

政
府
会
合
で
首
相
を
任
命
せ
ず
、
九
月
に
再
検
討
す
る
こ
と
を
伝
え
、
自
ら
が
首
相
代
行
を
兼
任
し
）
62
（
た
。

　
二
〇
一
〇
年
七
月
に
「
自
ら
の
希
望
で
」
辞
任
し
た
ラ
ヒ
モ
フ
で
あ
る
が
、
共
和
国
に
影
響
力
を
残
し
た
い
と
い
う
思
い
は
強
か
っ
た
。

退
任
後
も
政
治
へ
の
関
与
を
維
持
す
る
た
め
に
、
タ
タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国
の
よ
う
に
国
家
顧
問
の
設
置
を
求
め
て
い
た
が
、
政
治
的
要
職

は
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
前
大
統
領
と
の
関
係
に
つ
い
て
何
度
か
メ
デ
ィ
ア
で
質
問
さ
れ
た
ハ
ミ
ト
フ
氏
は
、
基
本
的
に
良
好
な
関
係
を

維
持
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
）
63
（

た
。
し
か
し
一
方
で
、「
過
去
の
間
違
い
は
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」「
初
代
大
統
領
に
は
オ
フ
ィ
シ

ャ
ル
な
顧
問
と
い
う
立
場
は
な
い
」
な
ど
、
ラ
ヒ
モ
フ
を
け
ん
制
す
る
発
言
も
見
ら
れ
）
64
（
る
。
ま
た
、
ラ
ヒ
モ
フ
は
共
和
国
の
火
力
発
電
所

の
民
営
化
に
よ
る
資
産
が
す
べ
て
流
れ
た
と
さ
れ
る
「
バ
シ
コ
ル
ト
ス
タ
ン
福
祉
基
金
」
の
総
裁
を
務
め
て
い
る
。
ハ
ミ
ト
フ
大
統
領
は

行
政
機
関
に
対
し
て
こ
の
基
金
か
ら
勝
手
に
資
金
を
受
け
取
っ
て
は
な
ら
な
い
と
忠
告
し
）
65
（
た
。
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共
和
国
内
の
対
立
が
目
立
つ
一
方
、
連
邦
中
央
と
の
対
立
が
頻
繁
に
み
ら
れ
た
前
政
権
か
ら
は
一
転
、
共
和
国
と
連
邦
中
央
の
良
好
な

関
係
の
維
持
を
重
視
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
大
統
領
は
最
初
の
政
府
会
合
で
「
連
邦
中
央
に
対
す
る
対
立
的
な
行
動
を
禁
止
す
る
。

代
わ
り
に
建
設
的
な
対
話
を
行
う
」
よ
う
大
臣
ら
に
述
べ
）
66
（
た
。
前
任
者
と
の
軋
轢
は
残
る
も
の
の
、
連
邦
中
央
と
の
緊
張
関
係
や
汚
職
問

題
な
ど
共
和
国
が
抱
え
る
こ
れ
ま
で
の
負
の
遺
産
を
清
算
し
、
投
資
環
境
整
備
や
産
業
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
促
進
な
ど
新
た
な
政
策
に
も

取
り
組
も
う
と
い
う
姿
勢
が
共
和
国
の
住
民
や
連
邦
中
央
か
ら
一
定
の
支
持
を
得
て
い
る
。
父
親
が
バ
シ
キ
ー
ル
人
、
母
親
が
タ
タ
ー
ル

人
、
妻
が
純
粋
な
ロ
シ
ア
人
で
あ
る
ハ
ミ
ト
フ
は
共
和
国
の
主
要
三
民
族
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
た
人
物
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
同
様
に
、
共

和
国
民
、
前
大
統
領
、
連
邦
中
央
と
も
う
ま
く
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て
バ
シ
コ
ル
ト
ス
タ
ン
の
政
治
・
社
会
・
経
済
発
展
に
向
け
た
政
策
を

実
施
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

㈤
　
モ
ス
ク
ワ
市

　
ロ
シ
ア
連
邦
の
首
都
モ
ス
ク
ワ
市
で
は
ガ
ヴ
リ
ル
・
ポ
ポ
フ
市
長
の
下
で
副
市
長
兼
市
政
府
首
相
を
務
め
て
い
た
ル
シ
コ
フ
が
一
九
九

二
年
に
新
市
長
に
就
任
し
た
。
就
任
当
初
か
ら
有
力
な
政
治
家
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
と
も
良
好
な
関
係
を
築
い
て
い
た

が
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
は
、
プ
リ
マ
コ
フ
ら
と
と
も
に
「
祖
国
・
全
ロ
シ
ア
」
を
立
ち
上
げ
、
一
九
九
九
年
の
下
院
選
挙
に
参
加
す

る
な
ど
、
連
邦
政
治
へ
の
関
与
も
積
極
的
に
強
め
て
い
っ
た
。

　
二
〇
〇
〇
年
以
降
、
プ
ー
チ
ン
大
統
領
の
下
で
中
央
・
地
方
関
係
の
見
直
し
に
関
す
る
改
革
が
行
わ
れ
る
中
で
も
、
比
較
的
順
調
に
連

邦
中
央
と
の
関
係
を
維
持
し
て
き
た
ル
シ
コ
フ
で
あ
る
が
、
メ
ド
ヴ
ェ
ー
ジ
ェ
フ
の
大
統
領
就
任
後
は
、
そ
の
関
係
に
少
し
ず
つ
変
化
が

見
ら
れ
た
。
中
で
も
、
メ
ド
ヴ
ェ
ー
ジ
ェ
フ
が
国
の
重
要
課
題
の
一
つ
と
し
て
掲
げ
る
「
汚
職
」
問
題
に
つ
い
て
市
の
汚
職
対
策
委
員
会

の
委
員
長
を
務
め
る
一
方
、
自
身
の
汚
職
に
関
す
る
噂
は
絶
え
ず
、
そ
れ
を
黙
認
す
る
こ
と
は
大
統
領
に
と
っ
て
は
非
常
に
難
し
い
問
題

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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二
〇
一
〇
年
九
月
二
八
日
、
大
統
領
の
中
国
・
上
海
訪
問
中
に
テ
ィ
マ
コ
ヴ
ァ
大
統
領
報
道
官
に
よ
っ
て
ル
シ
コ
フ
の
解
任
が
伝
え
ら

れ
た
。
上
海
で
コ
メ
ン
ト
を
求
め
ら
れ
た
大
統
領
は
、「
大
統
領
が
役
人
や
地
方
の
首
長
に
対
し
て
信
頼
を
持
て
な
い
と
き
に
、
大
統
領

も
知
事
も
仕
事
を
す
る
と
い
う
状
況
は
考
え
が
た
い
」
と
伝
え
）
67
（
た
。
大
統
領
に
よ
る
と
、
九
月
一
七
日
、
ル
シ
コ
フ
に
対
し
て
自
ら
退
任

す
る
こ
と
を
提
案
し
、
翌
一
八
日
に
は
ナ
ル
ィ
シ
ュ
キ
ン
大
統
領
府
長
官
と
ス
ル
コ
フ
第
一
副
長
官
が
ル
シ
コ
フ
と
会
談
を
行
っ
た
。
直

後
に
休
暇
に
入
っ
た
ル
シ
コ
フ
で
あ
る
が
、「
自
発
的
に
退
任
は
し
な
い
」
と
い
う
彼
の
考
え
が
休
暇
中
に
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
）
68
（

た
。

　
こ
れ
ま
で
メ
ド
ヴ
ェ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
の
下
で
は
構
成
主
体
首
長
が
任
期
満
了
前
に
解
任
さ
れ
る
場
合
、
す
べ
て
「
本
人
の
希
望
に
よ

る
」
解
任
で
あ
っ
た
が
、
今
回
の
解
任
は
そ
の
よ
う
な
前
例
と
は
異
な
り
、「
大
統
領
の
信
頼
を
失
っ
た
」
こ
と
が
解
任
の
理
由
と
し
て

大
統
領
令
に
明
記
さ
れ
た
。

　
ル
シ
コ
フ
本
人
は
今
回
の
解
任
に
つ
い
て
、
一
〇
月
二
一
日
、
ロ
シ
ア
国
立
貿
易
・
経
済
大
学
で
講
演
を
行
っ
た
際
に
、
大
統
領
が
持

つ
知
事
解
任
権
を
「
独
裁
的
」
と
評
価
し
、
連
邦
政
府
を
激
し
く
批
判
し
た
。
な
お
、
市
長
解
任
後
、
ル
シ
コ
フ
は
以
前
か
ら
名
誉
教
授

を
務
め
る
モ
ス
ク
ワ
市
国
際
大
学
都
市
経
営
学
部
（D

epartm
ent of City M

anagem
ent

）
の
学
部
長
に
就
任
し
た
。

　
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
一
日
、
ス
ル
コ
フ
大
統
領
府
副
長
官
、
プ
ー
チ
ン
、
ソ
ビ
ャ
ニ
ン
副
首
相
兼
政
府
官
房
長
官
、
ヴ
ォ
ロ
ジ
ン
下
院

副
議
長
、
グ
ル
ィ
ズ
ロ
フ
下
院
議
長
、
ヴ
ォ
ロ
ビ
ヨ
フ
中
央
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
、
モ
ロ
ゾ
フ
市
議
会
副
議
長
が
集
ま
り
、
モ
ス
ク

ワ
市
長
候
補
に
つ
い
て
の
議
論
を
行
っ
）
69
（
た
。

　
同
時
に
、
メ
デ
ィ
ア
で
は
モ
ス
ク
ワ
市
長
候
補
に
つ
い
て
様
々
な
憶
測
が
飛
び
交
い
、
シ
ョ
イ
グ
非
常
事
態
大
臣
、
シ
ャ
ン
ツ
ェ
フ
・

ニ
ジ
ェ
ゴ
ロ
ド
州
知
事
、
ヴ
ォ
ロ
ジ
ン
副
議
長
、
セ
ル
ヂ
ュ
コ
フ
国
防
大
臣
、
マ
ト
ヴ
ィ
エ
ン
コ
・
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
市
長
な
ど

の
名
前
が
挙
が
っ
て
い
た
。
一
〇
月
九
日
、「
統
一
ロ
シ
ア
」
指
導
部
は
連
邦
大
統
領
に
対
し
て
、
正
式
な
市
長
候
補
者
リ
ス
ト
を
提
出

し
た
。
そ
こ
に
は
イ
ー
ゴ
リ
・
レ
ヴ
ィ
チ
ン
運
輸
大
臣
、
ソ
ビ
ャ
ニ
ン
、
シ
ャ
ン
ツ
ェ
フ
、
リ
ュ
ド
ミ
ラ
・
シ
ェ
フ
ツ
ォ
ヴ
ァ
・
モ
ス
ク

ワ
市
政
府
第
一
副
市
長
の
四
名
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
）
70
（
た
。
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一
〇
月
一
五
日
、
メ
ド
ヴ
ェ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
は
四
人
の
候
補
者
の
中
か
ら
ソ
ビ
ャ
ニ
ン
を
市
長
候
補
と
し
て
市
議
会
に
提
案
す
る
こ

と
を
決
定
し
た
。
大
統
領
は
ソ
ビ
ャ
ニ
ン
と
の
会
談
の
中
で
ソ
連
崩
壊
後
モ
ス
ク
ワ
は
大
き
く
発
展
し
て
き
た
が
、
同
時
に
ま
だ
た
く
さ

ん
の
問
題
も
抱
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
新
し
い
市
長
は
何
よ
り
社
会
問
題
、
ま
さ
に
モ
ス
ク
ワ
市
民
の
生
活
水
準
を
上
げ
る
こ
と

に
集
中
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
伝
え
、
そ
の
他
に
優
先
事
項
と
し
て
渋
滞
の
問
題
や
汚
職
問
題
の
解
決
を
挙
げ
）
71
（
た
。

　
ソ
ビ
ャ
ニ
ン
が
市
長
候
補
に
選
出
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
ロ
シ
ア
の
政
治
家
や
政
治
学
者
の
多
く
は
予
想
通
り
の
結
果
で
あ
り
、
彼

が
適
任
で
あ
る
と
述
べ
て
い
）
72
（
る
。
特
に
評
価
さ
れ
て
い
る
の
は
彼
の
経
験
の
多
様
さ
・
豊
富
さ
で
あ
る
。
彼
は
地
方
自
治
体
で
も
構
成
主

体
レ
ベ
ル
で
も
連
邦
中
央
で
も
仕
事
を
し
て
き
た
。
チ
ュ
メ
ニ
州
知
事
時
代
は
、
住
民
選
挙
に
よ
っ
て
知
事
に
選
ば
れ
て
お
り
、
国
内
有

数
の
広
さ
と
豊
富
な
資
源
を
持
つ
州
を
統
治
し
、
そ
の
成
果
を
評
価
さ
れ
て
い
る
。
プ
ー
チ
ン
大
統
領
時
代
に
は
大
統
領
府
副
長
官
、
彼

の
首
相
就
任
後
は
政
府
の
官
房
長
官
と
し
て
連
邦
中
央
で
国
家
の
様
々
な
重
要
政
策
実
施
に
携
わ
っ
て
き
た
。
最
近
で
は
、
メ
ド
ヴ
ェ
ー

ジ
ェ
フ
政
権
の
最
重
要
政
策
の
一
つ
で
あ
る
「
近
代
化
実
施
委
員
会
」
の
メ
ン
バ
ー
も
務
め
て
い
た
。
メ
ド
ヴ
ェ
ー
ジ
ェ
フ
は
ル
シ
コ
フ

解
任
後
、
今
後
の
モ
ス
ク
ワ
市
の
発
展
に
は
連
邦
レ
ベ
ル
の
機
関
と
の
協
力
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
）
73
（

た
。
ソ
ビ
ャ
ニ
ン
の
持

つ
構
成
主
体
レ
ベ
ル
で
の
経
験
と
連
邦
レ
ベ
ル
の
経
験
と
を
合
わ
せ
て
モ
ス
ク
ワ
市
を
統
治
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。

　
ソ
ビ
ャ
ニ
ン
の
市
長
候
補
選
出
は
統
一
ロ
シ
ア
だ
け
で
な
く
、
共
産
党
や
ロ
シ
ア
自
民
党
な
ど
に
も
評
価
さ
れ
て
い
る
一
方
、
市
長
は

市
民
が
選
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
人
は
少
な
く
な
い
。
二
〇
〇
五
年
か
ら
導
入
さ
れ
た
首
長
を
大
統
領
が
選
ぶ
と
い
う
制
度
に
つ
い

て
改
め
て
批
判
の
声
も
上
が
っ
て
い
）
74
（

る
。

　
一
〇
月
二
一
日
、
モ
ス
ク
ワ
市
議
会
で
ソ
ビ
ャ
ニ
ン
の
市
長
就
任
是
非
を
問
う
投
票
が
行
わ
れ
、
そ
の
模
様
は
一
二
時
か
ら
「TV

-

Tsentr

」
で
生
放
送
さ
れ
た
。TN

S Russia

の
事
後
調
査
に
よ
る
と
、
こ
の
時
の
視
聴
率
は
約
一
九
％
と
、「TV

-Tsentr

」
と
し
て
は

か
な
り
の
高
視
聴
率
を
得
た
（
平
均
五
―
六
％
、
高
視
聴
率
番
組
で
一
〇
―
一
一
％
）。
放
送
開
始
と
同
時
に
急
速
に
視
聴
率
が
上
が
り
、
中
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継
後
の
ニ
ュ
ー
ス
は
二
〇
％
を
超
え
）
75
（
た
。
モ
ス
ク
ワ
市
長
の
交
代
は
市
民
の
関
心
を
大
き
く
集
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
投
票
に
先
立

ち
、
ソ
ビ
ャ
ニ
ン
は
自
ら
が
考
え
て
い
る
今
後
の
政
策
方
針
に
つ
い
て
議
員
に
説
明
し
た
。
ソ
ビ
ャ
ニ
ン
は
議
員
ら
に
対
し
て
彼
の
主
要

な
チ
ー
ム
と
な
る
の
は
、
す
で
に
今
モ
ス
ク
ワ
に
い
る
役
人
た
ち
で
あ
り
、
大
幅
な
人
事
交
代
を
検
討
し
て
い
な
い
こ
と
を
伝
え
た
。
ま

た
、
重
要
課
題
の
一
と
し
て
交
通
問
題
を
取
り
上
げ
、
現
存
す
る
す
べ
て
の
大
規
模
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
現
し
て
い
く
考
え
を
示
し
）
76
（
た
。

　
演
説
後
に
投
票
が
行
わ
れ
、
議
員
総
数
三
五
人
の
う
ち
三
二
人
（
全
員
「
統
一
ロ
シ
ア
」）
が
ソ
ビ
ャ
ニ
ン
の
市
長
就
任
を
承
認
、
二
人

が
反
対
、
一
人
が
欠
席
（
い
ず
れ
も
共
産
党
議
員
）
と
い
う
結
果
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
ソ
ビ
ャ
ニ
ン
は
今
後
五
年
の
任
期
で
市
長
を

務
め
る
こ
と
に
な
っ
）
77
（

た
。

五
　
お
わ
り
に

　
ロ
シ
ア
で
は
、
一
部
の
例
外
を
除
い
て
、
地
方
の
首
長
が
住
民
の
直
接
選
挙
で
選
ば
れ
て
い
た
時
期
は
、
一
〇
年
に
満
た
な
い
。
エ
リ

ツ
ィ
ン
政
権
期
に
直
接
選
挙
が
導
入
さ
れ
た
と
き
に
は
、
そ
れ
ま
で
大
統
領
の
任
命
を
受
け
て
そ
の
構
成
主
体
の
行
政
長
官
を
務
め
て
い

た
現
職
の
多
く
が
再
任
し
、
プ
ー
チ
ン
政
権
下
で
公
選
制
が
廃
止
さ
れ
た
直
後
も
現
職
が
大
統
領
の
任
命
を
受
け
る
こ
と
が
多
く
、
制
度

の
変
化
に
伴
っ
て
彼
ら
の
地
位
が
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
有
権
者
か
ら
も
地
方
の
有
力
政
治
家
か
ら
も
公
選

制
の
廃
止
と
任
命
制
の
導
入
に
大
き
な
反
対
や
異
論
が
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
制
度
導
入
初
期
と
比
べ
る
と
、
今
の
メ
ド
ヴ
ェ
ー
ジ
ェ
フ
政
権
下
で
は
多
く
の
構
成
主
体
で
首
長
が
交
代
し
て
い
る
。
ル
シ
コ
フ
市
長

の
解
任
に
よ
っ
て
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
政
権
期
初
期
か
ら
一
五
年
以
上
連
邦
構
成
主
体
を
治
め
て
き
た
「
地
方
の
重
鎮
」
が
ほ
ぼ
す
べ
て
そ
の

舞
台
か
ら
去
っ
た
。
い
ま
だ
に
ソ
連
崩
壊
以
降
、
一
度
も
首
長
が
交
代
し
て
い
な
い
構
成
主
体
は
五
つ
残
る
の
み
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ベ
ル
ゴ
ロ
ド
州
（
サ
フ
チ
ェ
ン
コ
知
事
）、
モ
ル
ダ
ヴ
ィ
ア
共
和
国
（
メ
ル
ク
シ
ュ
キ
ン
大
統
領
）、
ウ
ド
ム
ル
ト
共
和
国
（
ヴ
ォ
ル
コ
フ
大
統
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領
）、
オ
ム
ス
ク
州
（
ポ
レ
ジ
ャ
エ
フ
知
事
）、
ト
ム
ス
ク
州
（
ク
レ
ス
知
事
）
で
あ
る
。
中
で
も
、
二
〇
〇
九
年
二
月
に
再
任
し
た
ヴ
ォ
ル

コ
フ
や
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
に
再
任
し
た
メ
ル
ク
シ
ュ
キ
ン
は
五
年
の
任
期
を
全
う
す
る
と
、
二
〇
年
以
上
首
長
を
務
め
る
こ
と
に
な
る
。

　
プ
ー
チ
ン
と
メ
ド
ヴ
ェ
ー
ジ
ェ
フ
の
首
長
任
免
の
方
向
性
の
違
い
は
、
彼
ら
の
政
策
方
針
の
違
い
を
反
映
し
て
い
る
と
と
ら
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
プ
ー
チ
ン
は
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
政
権
期
に
達
成
で
き
な
か
っ
た
国
家
の
安
定
を
目
指
し
、
必
要
な
制
度
の
確
立
や
法
律
の
制
定

を
進
め
た
。
中
央
集
権
化
、
国
の
一
体
化
を
目
指
す
に
あ
た
っ
て
は
、
地
方
の
安
定
も
必
要
だ
と
い
う
考
え
か
ら
、
そ
れ
ま
で
安
定
的
に

地
方
を
統
治
し
て
き
た
ベ
テ
ラ
ン
首
長
を
大
事
に
し
た
。
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
彼
ら
を
利
用
す
る
形
で
国
内
の
安
定
を
確
保
し
よ
う
と

し
た
の
で
あ
る
。
次
の
メ
ド
ヴ
ェ
ー
ジ
ェ
フ
政
権
で
は
、
二
〇
〇
八
年
に
起
き
た
世
界
金
融
危
機
の
影
響
も
あ
り
、
迅
速
に
国
内
情
勢
・

国
際
情
勢
に
対
応
す
る
能
力
を
首
長
に
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
経
済
多
角
化
や
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
含
む
「
国
の
近
代

化
」
を
推
進
す
る
た
め
に
も
柔
軟
性
の
あ
る
若
い
人
材
が
必
要
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
流
に
合
わ
せ
た
統
治
は
ベ
テ
ラ
ン

首
長
に
は
難
し
く
、
解
任
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
大
統
領
も
、
首
長
自
身
も
探
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
だ
そ
の
施
行
か
ら
一
〇
年
も
経
過
し
て
お
ら
ず
、
時
々
か
つ
て
の
直
接
選
挙
の
復
活
を
求
め
る
声
も
上
が
る
現
状
に
お
い
て
、
首
長

任
命
制
度
が
今
後
ど
の
よ
う
に
国
民
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
か
予
断
を
許
さ
な
い
状
況
で
あ
る
。
し
か
し
、
よ
り
効
率
的
な
地
方
政
策
や

連
邦
の
政
策
に
基
づ
い
た
効
率
的
な
行
政
を
地
方
も
中
央
も
求
め
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

（
１
）  

主
な
改
革
と
し
て
、
七
つ
の
連
邦
管
区
の
設
置
と
大
統
領
全
権
代
表
の
任
命
、
上
院
編
成
の
変
更
と
国
家
評
議
会
の
創
設
、
連
邦
中
央
・
連
邦

構
成
主
体
・
地
方
自
治
体
の
権
限
分
割
見
直
し
、
地
方
自
治
制
度
改
革
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
各
改
革
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、Raddaw

ay, 
Peter, O

rttung, Robert W
. 

（eds.

）, The D
ynam

ics of Russian Politics: Putin

’s Reform
 of Federal

―Regional Relations, Volum
e 1 

and 2, Row
m
an &

 Littlefield Publishers, Inc., 2005

な
ど
が
詳
し
い
。

（
２
）  

小
田
健
『
現
代
ロ
シ
ア
の
深
層
：
揺
れ
動
く
政
治
・
経
済
・
外
交
』
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
、
五
七
頁
。

（
３
）  И

ванов, В
италий, Главы

 субы
ект

ов Российской Ф
едерации: ист

орий правового и полит
ического инст

ит
ут

а 1990 

―2010

（
ヴ
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ィ
タ
リ
ー
・
イ
ワ
ノ
フ
『
連
邦
構
成
主
体
首
長
：
法
的
・
政
治
的
制
度
史
：
一
九
九
〇
〜
二
〇
一
〇
』）, 2010.

（
４
）  G

oode, J. Paul, 

“The Puzzle of Putin

’s G
ubernatorial Appointm

ents

”, Europe

―A
sia Studies, vol. 59, N

o. 3, M
ay 2007, p. 396.

（
５
）  

上
野
俊
彦
「
プ
ー
チ
ン
政
権
下
の
政
治
改
革
と
メ
ド
ヴ
ェ
ー
ジ
ェ
フ
大
統
領
」『
ロ
シ
ア
・
ユ
ー
ラ
シ
ア
経
済
』
二
〇
〇
八
年
六
月
号
（
№
九

一
一
）、
六
頁
。

（
６
）  
二
〇
〇
五
年
以
降
、
構
成
主
体
の
合
併
が
行
わ
れ
、
ペ
ル
ミ
州
と
コ
ミ
・
ペ
ル
ミ
ャ
ー
ク
自
治
管
区
（
二
〇
〇
五
年
一
二
月
）、
ク
ラ
ス
ノ
ヤ

ル
ス
ク
地
方
と
タ
イ
ム
ィ
ル
自
治
管
区
と
エ
ヴ
ェ
ン
キ
自
治
管
区
（
二
〇
〇
七
年
一
月
）、
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
州
と
コ
リ
ャ
ー
ク
自
治
管
区
（
二
〇

〇
七
年
六
月
）、
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
州
と
ウ
ス
チ
・
オ
ル
ダ
・
ブ
リ
ャ
ー
ト
自
治
管
区
（
二
〇
〇
八
年
一
月
）、
チ
タ
州
と
ア
ギ
ン
・
ブ
リ
ャ
ー
ト
自

治
管
区
（
二
〇
〇
八
年
三
月
）
が
合
併
し
た
。
そ
の
結
果
、
構
成
主
体
の
数
は
八
三
（
二
一
共
和
国
、
九
地
方
、
四
六
州
、
二
連
邦
都
市
、
一
自

治
州
、
四
自
治
管
区
）
と
な
っ
て
い
る
。

（
７
）  

総
称
と
し
て
法
的
文
書
で
は
、
英
語
でH

igh O
fficial / Leader of Body of Executive Pow

er of subject of Russia

、
ロ
シ
ア
語
で

вы
ш

ее долж
ностное лицо / руководитель вы

сш
его исполнительного органа государственной власти субъекта РФ

が
使
わ
れ
て 

い
る
。

（
８
）  

二
〇
一
〇
年
八
月
、
チ
ェ
チ
ェ
ン
の
カ
デ
ィ
ロ
フ
大
統
領
が
、
首
長
の
名
称
と
し
て
「
大
統
領
」
を
使
う
こ
と
を
禁
止
す
べ
き
で
あ
る
と
提
案
。

大
部
分
の
北
カ
フ
カ
ス
連
邦
管
区
の
首
長
ら
が
賛
成
し
、
連
邦
議
会
に
法
案
と
し
て
提
出
さ
れ
た
。
一
部
で
反
対
意
見
も
み
ら
れ
た
が
、
同
年 

一
二
月
に
法
律
が
採
択
さ
れ
、
二
〇
一
五
年
か
ら
地
方
首
長
は
「
大
統
領
」
以
外
の
名
称
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
ら
れ
た
（『
コ
メ

ル
サ
ン
ト
・
オ
ン
ラ
イ
ン
』
二
〇
一
〇
年
一
二
月
二
一
日
、『N

ew
 Regions 2

』
二
〇
一
〇
年
一
二
月
二
二
日
）。

（
９
）  Ведомост

и С
Н

Д и ВС
 РС

Ф
С

Р, 1991  г., N
 34,  ст. 1146

（『
ソ
連
邦
ロ
シ
ア
共
和
国
人
民
代
議
員
大
会
お
よ
び
最
高
会
議
法
令
集
』、
一
九

九
一
年
第
三
四
号
一
一
四
六
）。

（
10
）  

任
命
前
に
構
成
主
体
執
行
委
員
会
議
長
を
務
め
て
い
た
の
は
、
パ
ー
ヴ
ェ
ル
・
バ
ラ
ク
シ
ン
（
ア
ル
ハ
ン
ゲ
リ
ス
ク
州
）、
ア
ナ
ト
リ
ー
・
グ

ジ
ヴ
ィ
ン
（
ア
ス
ト
ラ
ハ
ン
州
）、
イ
ヴ
ァ
ン
・
シ
ャ
ブ
ニ
ン
（
ヴ
ォ
ル
ゴ
グ
ラ
ー
ド
州
）、
ヴ
ラ
ジ
ミ
ル
・
ビ
リ
ュ
コ
フ
（
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
州
）、

ユ
ー
リ
ー
・
ノ
ジ
コ
フ
（
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
州
）、
ア
ナ
ト
リ
ー
・
チ
ャ
ジ
ロ
フ
（
モ
ス
ク
ワ
州
）、
レ
オ
ニ
ド
・
ポ
レ
ジ
ャ
エ
フ
（
オ
ム
ス
ク
州
）、

エ
ド
ワ
ー
ド
・
ロ
ッ
セ
リ
（
ス
ヴ
ェ
ル
ド
ロ
フ
ス
ク
州
）、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
フ
ィ
リ
ペ
ン
コ
（
ハ
ン
テ
ィ
・
マ
ン
シ
自
治
管
区
）。
構
成
主
体

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
議
長
を
務
め
て
い
た
の
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ベ
レ
ス
ト
ヴ
ォ
イ
（
ベ
ル
ゴ
ロ
ド
州
）、
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ク
レ
ス
（
ト
ム
ス
ク
州
）、
ユ

ー
リ
ー
・
シ
ャ
フ
ラ
ニ
ク
（
チ
ュ
メ
ニ
州
）。
地
区
・
市
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
リ
ー
ダ
ー
を
務
め
て
い
た
の
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ン
・
チ
ト
フ
（
サ
マ
ラ
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州
）、
ヴ
ラ
ジ
ミ
ル
・
チ
ュ
ブ
（
ロ
ス
ト
フ
州
）、
ア
ナ
ト
リ
ー
・
リ
ス
ィ
ツ
ィ
ン
（
ヤ
ロ
ス
ラ
ヴ
リ
州
）。

（
11
）  

ヴ
ラ
ジ
ミ
ル
・
ラ
イ
フ
ィ
ケ
シ
ュ
ト
（
ア
ル
タ
イ
地
方
）、
ア
ル
カ
デ
ィ
・
ヴ
ェ
プ
レ
フ
（
ク
ラ
ス
ノ
ヤ
ル
ス
ク
地
方
）、
ア
ル
ベ
ル
ト
・
ク
リ

フ
チ
ェ
ン
コ
（
ア
ム
ー
ル
州
）、
ニ
コ
ラ
イ
・
ポ
ド
ゴ
ル
ノ
フ
（
ヴ
ォ
ロ
グ
ダ
州
）、
ユ
ー
リ
ー
・
マ
ト
チ
キ
ン
（
カ
リ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
州
）、
ア

レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
デ
リ
ャ
ギ
ン
（
カ
ル
ー
ガ
州
）、
ボ
リ
ス
・
ネ
ム
ツ
ォ
フ
（
ニ
ジ
ェ
ゴ
ロ
ド
州
）、
ユ
ー
リ
ー
・
ベ
ル
ィ
フ
（
サ
ラ
ト
フ
州
）、

ヴ
ラ
ジ
ミ
ル
・
バ
ベ
ン
コ
（
タ
ン
ボ
フ
州
）
な
ど
。

（
12
）  Ведомост

и С
Н

Д и ВС
 РФ

, 1991 г., N
 45,  ст. 1491

（『
ロ
シ
ア
共
和
国
人
民
代
議
員
大
会
・
最
高
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
法
令
集
』
一
九
九
一
年
第

四
五
号
一
四
九
一
）。

（
13
）  

結
果
と
し
て
一
九
九
一
年
に
は
モ
ス
ク
ワ
市
、
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
市
、
ア
デ
ィ
ゲ
共
和
国
、
カ
バ
ル
デ
ィ
ノ
・
バ
ル
カ
ル
共
和
国
、
マ
リ
・
エ

ル
共
和
国
、
モ
ル
ダ
ヴ
ィ
ヤ
共
和
国
、
タ
タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国
、
ヤ
ク
ー
チ
ヤ
共
和
国
、
カ
ル
ム
ィ
ク
共
和
国
（
不
成
立
）、
チ
ュ
ヴ
ァ
シ
共
和

国
（
不
成
立
）、
一
九
九
二
年
に
は
ト
ゥ
ィ
ヴ
ァ
共
和
国
で
そ
れ
ぞ
れ
選
挙
が
実
施
さ
れ
た
（http://w

w
w.politjournal.ru/index.php?action 

=Articles&
dirid=58&

tek=2379&
issue=71

）。

（
14
）  Ведомост

и С
Н

Д и ВС
 РС

Ф
С

Р, 1991 г., N
 48, ст. 1677

（『
ソ
連
邦
ロ
シ
ア
共
和
国
人
民
代
議
員
大
会
お
よ
び
最
高
会
議
法
令
集
』
一
九

九
一
年
第
四
八
号
一
六
七
七
）。

（
15
）  Ведомост

и С
Н

Д и ВС
 РФ

, 1992  г., N
 51, ст. 3010

（『
ロ
シ
ア
連
邦
人
民
代
議
員
大
会
お
よ
び
最
高
会
議
法
令
集
』
一
九
九
二
年
第
五
一

号
三
〇
一
〇
）。

（
16
）  

交
代
は
次
の
通
り
。
ヴ
ェ
プ
レ
フ
↓
バ
レ
リ
ー
・
ズ
ボ
フ
（
ク
ラ
ス
ノ
ヤ
ル
ス
ク
）、
ク
リ
フ
チ
ェ
ン
コ
↓
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ス
ラ
ト
（
ア

ム
ー
ル
）、
ヴ
ラ
ジ
ミ
ル
・
ヴ
ァ
ラ
バ
ノ
フ
↓
ユ
ー
リ
ー
・
ロ
ト
キ
ン
（
ブ
リ
ャ
ン
ス
ク
）、
ゲ
ン
ナ
ジ
ー
・
ク
プ
ツ
ォ
フ
↓
ミ
ハ
イ
ル
・
ナ
ロ
リ

ン
（
リ
ペ
ツ
ク
）、
ニ
コ
ラ
イ
・
ユ
ー
リ
ー
↓
エ
ゴ
ー
ル
・
ス
ト
ロ
エ
フ
（
オ
リ
ョ
ー
ル
）、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
コ
ン
ド
ラ
チ
エ
フ
↓
ア
ナ
ト
リ

ー
・
コ
ヴ
リ
ャ
ギ
ン
（
ペ
ン
ザ
）、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
・
フ
ァ
チ
エ
フ
↓
ア
ナ
ト
リ
ー
・
グ
ル
シ
ェ
ン
コ
フ
（
ス
モ
レ
ン
ス
ク
）、
イ
リ
ヤ
・
ブ
グ
ダ
エ

フ
↓
キ
ル
サ
ン
・
イ
リ
ュ
ム
ジ
ノ
フ
（
カ
ル
ム
ィ
ク
）。

（
17
）  С

обрание законодат
ельст

ва Российской Ф
едерации, 10  октября 1994,  cт. 2598

（『
ロ
シ
ア
連
邦
法
令
集
』
一
九
九
四
年
一
〇
月 

一
〇
日
号
二
五
九
八
）。

（
18
）  

現
職
が
再
選
し
た
の
は
、
沿
海
地
方
（
エ
ヴ
ゲ
ニ
ー
・
ナ
ズ
ド
ラ
チ
ェ
ン
コ
）、
ベ
ル
ゴ
ロ
ド
（
エ
ヴ
ゲ
ニ
ー
・
サ
フ
チ
ェ
ン
コ
）、
モ
ス
ク
ワ

州
（
チ
ャ
ジ
ロ
フ
）、
ニ
ジ
ェ
ゴ
ロ
ド
（
ネ
ム
ツ
ォ
フ
）、
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ド
州
（
ミ
ハ
イ
ル
・
プ
ル
サ
ク
）、
オ
ム
ス
ク
（
ポ
レ
ジ
ャ
エ
フ
）、
オ
レ
ン
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ブ
ル
ク
州
（
ヴ
ラ
ジ
ミ
ル
・
エ
ラ
ギ
ン
）、
ト
ム
ス
ク
（
ク
レ
ス
）、
ヤ
ロ
ス
ラ
ヴ
リ
（
リ
シ
ツ
ィ
ン
）
で
あ
る
。
一
方
、
交
代
が
起
き
た
の
は
、

ノ
ヴ
ォ
シ
ビ
ル
ス
ク
州
（
イ
ヴ
ァ
ン
・
イ
ン
デ
ィ
ノ
ク
↓
ヴ
ィ
タ
リ
ー
・
ム
フ
）、
タ
ン
ボ
フ
（
オ
レ
グ
・
ベ
チ
ン
↓
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
リ
ャ

ボ
フ
）、
ト
ゥ
ヴ
ェ
リ
州
（
ヴ
ラ
ジ
ミ
ル
・
ス
ス
ロ
フ
↓
ヴ
ラ
ジ
ミ
ル
・
プ
ラ
ト
フ
）
で
あ
っ
た
。

（
19
）  
一
九
九
五
年
一
二
月
よ
り
前
に
選
挙
が
実
施
さ
れ
て
い
た
の
は
、
ア
デ
ィ
ゲ
共
和
国
（
ア
ス
ラ
ン
・
ジ
ャ
リ
モ
フ
）、
バ
シ
コ
ル
ト
ス
タ
ン
共

和
国
（
ム
ル
タ
ザ
・
ラ
ヒ
モ
フ
）、
ブ
リ
ャ
ー
ト
共
和
国
（
レ
オ
ニ
ー
ド
・
ポ
タ
ポ
フ
）、
イ
ン
グ
ー
シ
（
ア
ウ
シ
ェ
フ
）、
カ
バ
ル
デ
ィ
ノ
・
バ

ル
カ
ル
共
和
国
（
ヴ
ァ
レ
リ
ー
・
コ
コ
フ
）、
カ
ル
ム
ィ
ク
（
イ
リ
ュ
ム
ジ
ノ
フ
）、
カ
レ
リ
ア
共
和
国
（
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ス
テ
パ
ノ
フ
）、
コ
ミ

共
和
国
（
ユ
ー
リ
ー
・
ス
ピ
リ
ド
ノ
フ
）、
マ
リ
・
エ
ル
共
和
国
（
ヴ
ラ
ヂ
ス
ラ
フ
・
ゾ
チ
ン
）、
サ
ハ
（
ヤ
ク
ー
ト
）
共
和
国
（
ミ
ハ
イ
ル
・
ニ

コ
ラ
エ
フ
）、
北
オ
セ
チ
ア
共
和
国
（
ア
ク
サ
ル
ベ
ク
・
ガ
ラ
ゾ
フ
）、
タ
タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国
（
ミ
ン
チ
メ
ル
・
シ
ャ
イ
ミ
エ
フ
）、
ト
ゥ
ィ
ヴ

ァ
共
和
国
（
シ
ェ
リ
グ
―
オ
オ
ル
・
オ
オ
ル
ジ
ャ
ク
）、
チ
ュ
ヴ
ァ
シ
共
和
国
（
ニ
コ
ラ
イ
・
フ
ョ
ー
ド
ロ
フ
）、
ク
ラ
ス
ノ
ヤ
ル
ス
ク
（
ズ
ボ

フ
）、
リ
ペ
ツ
ク
（
ナ
ロ
リ
ン
）、
オ
レ
ン
ブ
ル
ク
（
エ
ラ
ギ
ン
）、
オ
リ
ョ
ー
ル
（
ス
ト
ロ
エ
フ
）、
ペ
ン
ザ
（
コ
ヴ
リ
ャ
ギ
ン
）、
ス
モ
レ
ン
ス

ク
州
（
グ
ル
シ
ェ
ン
コ
フ
）、
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
（
ユ
ー
リ
ー
・
ノ
ジ
コ
フ
）、
ス
ヴ
ェ
ル
ド
ロ
フ
ス
ク
（
ロ
ッ
セ
リ
）。

（
20
）  Soderlund, J. Peter, 

“Electoral Success and Federal

―level Influence of Russian Regional Executives

”, Europe

―A
sia Studies, 

Vol. 57, N
o. 4, June 2005, p. 521.

（
21
）  

ク
ラ
ス
ノ
ダ
ル
地
方
、
ア
ム
ー
ル
州
、
ア
ギ
ン
・
ブ
リ
ャ
ー
ト
自
治
管
区
、
エ
ヴ
ェ
ン
キ
自
治
管
区
で
は
こ
の
時
期
に
二
回
選
挙
が
行
わ
れ
て

い
る
。

（
22
）  

二
回
目
の
選
挙
が
実
施
さ
れ
、
再
選
を
果
た
し
た
の
は
ロ
ト
キ
ン
（
ブ
リ
ャ
ン
ス
ク
）、
ス
ト
ロ
エ
フ
（
オ
リ
ョ
ー
ル
）、
ス
ピ
リ
ド
ノ
フ
（
コ

ミ
）、
ジ
ャ
リ
モ
フ
（
ア
デ
ィ
ゲ
）、
コ
コ
フ
（
カ
バ
ル
デ
ィ
ノ
・
バ
ル
カ
ル
）、
フ
ョ
ー
ド
ロ
フ
（
チ
ュ
ヴ
ァ
シ
）、
オ
オ
ル
ジ
ャ
ク
（
ト
ゥ
ィ
ヴ

ァ
）、
ニ
コ
ラ
エ
フ
（
サ
ハ
）
の
八
人
。
新
任
の
首
長
に
就
任
し
た
の
は
、
コ
ン
ド
ラ
チ
ェ
ン
コ
（
ク
ラ
ス
ノ
ダ
ル
地
方
）、
ヴ
ャ
チ
ェ
ス
ラ
フ
・

キ
ス
リ
ツ
ィ
ン
（
マ
リ
・
エ
ル
）、
イ
ヴ
ァ
ン
・
ス
ク
リ
ャ
ロ
フ
（
ニ
ジ
ェ
ゴ
ロ
ド
州
）、
セ
ミ
ョ
ン
・
ズ
バ
キ
ン
（
ア
ル
タ
イ
共
和
国
）、
ア
レ

ク
サ
ン
ド
ル
・
ボ
ゴ
ヴ
ィ
コ
フ
（
エ
ヴ
ェ
ン
キ
自
治
管
区
）、
ボ
リ
ス
・
ゴ
ヴ
ォ
リ
ン
（
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
）、
バ
イ
ル
・
ジ
ャ
ム
ス
エ
フ
（
ア
ギ

ン
・
ブ
リ
ャ
ー
ト
自
治
管
区
）、
ア
ナ
ト
リ
ー
・
ベ
ロ
ノ
ゴ
フ
（
ア
ム
ー
ル
）。

（
23
）  

初
め
て
選
挙
で
選
出
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ま
で
に
大
統
領
任
命
に
よ
る
行
政
長
官
の
経
験
を
持
っ
て
い
た
の
は
ヴ
ラ
ヂ
ス
ラ
フ
・
チ
ホ
ミ
ロ
フ

（
イ
ヴ
ァ
ノ
ヴ
ォ
州
）、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
・
ス
ダ
レ
ン
コ
フ
（
カ
ル
ー
ガ
州
）、
ア
ナ
ト
リ
ー
・
エ
フ
レ
モ
フ
（
ア
ル
ハ
ン
ゲ
リ
ス
ク
州
）、
ヴ
ャ
チ
ェ

ス
ラ
フ
・
ポ
ズ
ガ
リ
ョ
フ
（
ヴ
ォ
ロ
グ
ダ
州
）、
グ
ジ
ヴ
ィ
ン
（
ア
ス
ト
ラ
ハ
ン
）、
チ
ュ
ブ
（
ロ
ス
ト
フ
）、
チ
ト
フ
（
サ
マ
ラ
）、
ド
ミ
ト
リ
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ー
・
ア
ヤ
ツ
コ
フ
（
サ
ラ
ト
フ
州
）、
ユ
ー
リ
ー
・
ゴ
リ
ャ
チ
ェ
フ
（
ウ
リ
ヤ
ノ
フ
ス
ク
州
）、
ゲ
ン
ナ
ジ
ー
・
イ
グ
ム
ノ
フ
（
ペ
ル
ミ
州
）、
ニ

コ
ラ
イ
・
ポ
ル
ヤ
ノ
フ
（
コ
ミ
・
ペ
ル
ミ
ャ
ー
ク
自
治
管
区
）、
レ
オ
ニ
ド
・
ロ
ケ
ツ
キ
ー
（
チ
ュ
メ
ニ
州
）、
フ
ィ
リ
ペ
ン
コ
（
ハ
ン
ト
ィ
・
マ

ン
シ
）、
ユ
ー
リ
ー
・
ネ
ヨ
ロ
フ
（
ヤ
マ
ロ
・
ネ
ネ
ツ
自
治
管
区
）、
ア
マ
ン
・
ト
ゥ
レ
エ
フ
（
ケ
メ
ロ
ヴ
ォ
州
）、
ゲ
ン
ナ
ジ
ー
・
ネ
デ
リ
ン

（
タ
イ
ム
ィ
ル
自
治
管
区
）、
ラ
ヴ
ィ
リ
・
ゲ
ニ
ア
ト
ゥ
リ
ン
（
チ
タ
州
）、
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
イ
シ
ャ
エ
フ
（
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
地
方
）、
イ
ー
ゴ
リ
・

フ
ァ
ル
フ
ト
ジ
ノ
フ
（
サ
ハ
リ
ン
州
）、
ニ
コ
ラ
イ
・
ヴ
ォ
ル
コ
フ
（
ユ
ダ
ヤ
人
自
治
州
）、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ナ
ザ
ロ
フ
（
チ
ュ
コ
ト
自
治
管

区
）、
ビ
リ
ュ
コ
フ
（
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
）。
一
方
、
初
め
て
行
政
長
官
に
就
任
し
た
の
は
、
注
（
22
）
の
後
者
八
人
に
加
え
て
、
ニ
コ
ラ
イ
・
ヴ
ィ

ノ
グ
ラ
ド
フ
（
ヴ
ラ
ジ
ミ
ル
州
）、
イ
ヴ
ァ
ン
・
シ
ャ
バ
ノ
フ
（
ヴ
ォ
ロ
ネ
ジ
）、
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
シ
ェ
ル
シ
ュ
ノ
フ
（
コ
ス
ト
ロ
マ
州
）、
ア
レ

ク
サ
ン
ド
ル
・
ル
ツ
コ
イ
（
ク
ル
ス
ク
州
）、
ヴ
ャ
チ
ェ
ス
ラ
フ
・
リ
ュ
ビ
モ
フ
（
リ
ャ
ザ
ン
州
）、
ヴ
ァ
シ
リ
ー
・
ス
タ
ロ
ド
ゥ
プ
ツ
ェ
フ
（
ト

ゥ
ー
ラ
州
）、
ヴ
ラ
ジ
ミ
ル
・
ブ
ト
フ
（
ネ
ネ
ツ
自
治
管
区
）、
レ
オ
ニ
ド
・
ゴ
ル
ベ
ン
コ
（
カ
リ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
）、
ヴ
ァ
ヂ
ム
・
グ
ス
ト
フ

（
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
州
）、
ユ
ー
リ
ー
・
エ
ヴ
ド
キ
モ
フ
（
ム
ル
マ
ン
ス
ク
州
）、
エ
ヴ
ゲ
ニ
ー
・
ミ
ハ
イ
ロ
フ
（
プ
ス
コ
フ
州
）、
ア
ス
ラ
ン
・
マ

ス
ハ
ド
フ
（
チ
ェ
チ
ェ
ン
共
和
国
）、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
チ
ェ
ル
ノ
ゴ
ロ
フ
（
ス
タ
ヴ
ロ
ポ
リ
地
方
）、
ニ
コ
ラ
イ
・
マ
ク
シ
ュ
ー
タ
（
ヴ
ォ
ル

ゴ
グ
ラ
ー
ド
）、
ヴ
ラ
ジ
ミ
ル
・
セ
ル
ゲ
エ
ン
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・
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〇
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サ
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ボ
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ワ
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タ
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シ
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ス
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あ
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サ
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